
國學院大學学術情報リポジトリ

律集解の構成と唐律疏議の原文について(ニ)

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2023-02-06

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 小林, 宏, 高塩, 博

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/00001065URL



律
集
解
の
構
成
と
唐
律
疏
議
の
原
文
に
つ
い
て

（二）

小高

林塩

　
　
目
　
　
次

　
　
は
し
が
き

［
　
律
集
解
の
構
成

1
　
政
事
要
略
と
律
集
解

2
　
律
集
解
と
律
疏

　
3
　
律
集
解
と
律
附
釈

　
4
　
律
疏
と
律
附
釈
（
以
上
第
二
二
巻
第
四
号
）

二
　
唐
律
疏
議
の
原
文
（
以
下
本
号
）

　
1
　
日
本
律
と
日
本
令

　
2
　
律
集
解
等
所
引
の
律
疏
と
唐
律
疏
議

　
3
　
律
集
解
所
引
の
律
疏
と
名
例
律
篇
目
疏
議

　
4
　
名
例
律
篇
目
疏
議
の
原
型
に
関
す
る
仮
説

三
　
唐
永
徽
律
疏
逸
文
校
訂
（
以
下
次
号
）

　
　
あ
と
が
き

1

宏博



2

二
　
唐
律
疏
議
の
原
文

　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
日
本
律
と
日
本
令

　
前
章
の
結
論
と
し
て
、
我
々
は
律
集
解
に
直
接
引
用
さ
れ
る
律
疏
は
、
唐
の
永
徽
律
疏
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
又
、
同
じ
く
律
集
解

に
見
え
る
律
附
釈
は
、
唐
の
律
疏
に
関
す
る
注
釈
書
で
あ
る
こ
と
、
更
に
前
者
は
日
本
律
の
藍
本
、
及
び
目
本
律
の
補
充
法
と
し
て
、
後

者
は
実
務
家
向
き
の
唐
律
の
注
釈
書
と
し
て
、
共
に
中
世
末
に
至
る
ま
で
、
我
が
明
法
家
に
と
っ
て
必
須
の
法
律
書
で
あ
っ
た
こ
と
等
を

　
　
　
（
一
）

指
摘
し
た
Q

　
も
し
、
右
の
推
論
に
し
て
誤
り
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
我
が
律
令
学
史
上
、
一
つ
の
示
唆
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
と
よ
り
日
本
令

の
解
釈
に
お
い
て
も
、
令
集
解
諸
家
の
学
説
に
み
る
如
く
、
屡
々
唐
令
、
唐
格
式
等
が
参
照
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
日
本
令
注
釈
の
準
拠
と
さ

れ
て
い
る
が
、
律
の
解
釈
に
当
っ
て
は
、
日
本
律
と
唐
律
と
の
距
離
は
、
日
本
令
と
唐
令
と
の
そ
れ
よ
り
も
、
更
に
せ
ば
め
ら
れ
、
日
本

律
と
唐
律
と
は
明
法
家
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
一
体
化
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
即
ち
、
我
が
王
朝
の
法
律
学
が
唐

法
律
学
の
影
響
下
に
成
っ
た
こ
と
は
、
律
と
令
と
に
つ
い
て
等
し
く
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
更
に
い
え
ば
、
令
よ
り
も
律
の
方
が
唐
法

律
学
に
対
す
る
依
存
度
が
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
律
集
解
と
令
集
解
と
の
構
成
を
比
較
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
歴
然
た

る
も
の
が
あ
る
。
即
ち
、
令
集
解
を
検
す
る
に
、
唐
令
及
び
そ
の
注
釈
書
は
、
我
が
明
法
家
の
学
説
か
ら
独
立
し
て
直
接
に
引
用
さ
れ
る

こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
必
ず
我
が
明
法
家
の
学
説
中
に
間
接
的
に
引
用
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
る
に
律
集
解
に
お
い
て
は
、
律

疏
、
律
附
釈
、
刑
法
抄
、
そ
の
他
唐
儒
の
注
釈
は
、
日
本
律
の
注
釈
家
の
学
説
と
相
並
ん
で
直
接
的
に
引
用
さ
れ
る
。
こ
の
律
集
解
と
令

集
解
と
の
構
成
上
の
相
異
は
、
同
じ
惟
宗
直
本
の
編
纂
と
い
わ
れ
て
い
る
両
書
に
お
い
て
、
際
立
っ
た
相
異
点
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

　
而
し
て
、
か
か
る
意
識
は
、
独
り
直
本
個
人
の
律
と
令
と
に
関
す
る
見
解
の
相
異
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
広
く
当
時
の
明
法
家
一
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般
に
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
式
目
抄
坤
（
続
史
籍
集
覧
本
二
五
頁
）
に
は
、

　
　
穴
記
云
。
律
学
謂
学
者
。
答
訓
為
肚
。
謂
説
所
伝
来
即
釈
文
字
之
心
耳
。

と
見
え
る
が
、
右
の
穴
記
の
引
く
「
律
学
」
「
答
訓
為
阯
」
は
、
次
節
で
述
べ
る
如
く
、
元
来
永
徽
律
疏
の
答
刑
条
に
見
え
る
疏
文
で
あ

っ
て
、
か
か
る
疏
文
は
日
本
律
に
は
当
初
か
ら
存
在
し
て
い
な
い
。
し
か
る
に
、
穴
記
は
、
日
本
律
の
答
罪
条
を
注
釈
す
る
に
当
り
、
唐

律
の
答
刑
条
の
疏
文
を
注
釈
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
唐
の
律
疏
を
注
釈
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
日
本
律
の
注
釈
を
す
る
こ
と

で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
又
、
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
例
で
あ
る
が
、
三
代
実
録
の
貞
観
四
年
（
八
六
二
）
八

月
十
七
日
条
に
、
大
判
事
興
原
敏
久
、
明
法
博
士
額
田
今
足
等
が
「
刑
法
難
義
数
十
事
」
を
抄
出
し
て
遣
唐
使
に
託
し
、
こ
れ
を
唐
の
法

律
学
者
に
質
さ
ん
と
し
た
処
、
讃
岐
永
直
が
こ
れ
を
聞
い
て
、
そ
の
疑
間
を
た
ち
ど
こ
ろ
に
解
い
た
為
、
遣
唐
の
こ
と
が
沙
汰
や
み
に
な

っ
た
記
事
が
見
え
て
い
る
。
右
に
い
う
「
刑
法
」
と
は
、
律
の
意
に
解
し
て
差
し
支
え
な
い
か
ら
、
や
は
り
日
本
律
の
疑
問
は
、
そ
の
ま

ま
唐
律
の
疑
間
で
も
あ
っ
た
訳
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、
日
唐
律
間
の
緊
密
な
関
係
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
朝
法
家
文
書
目
録

に
み
ら
れ
る
律
集
解
の
構
成
が
永
徽
律
疏
に
ほ
ぽ
倣
っ
て
い
る
こ
と
も
、
日
本
律
の
注
釈
が
唐
の
律
疏
に
大
き
く
依
拠
し
て
い
る
徴
証
の

一
つ
と
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
か
か
る
我
が
王
朝
の
明
法
家
の
意
識
は
、
更
に
日
本
律
令
編
纂
当
時
の
為
政
者
の
律
と
令
と
に
対
す
る
考
え
方
、
取
り
扱
い
方
の
相
異

に
ま
で
湖
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
即
ち
、
我
が
大
宝
、
養
老
の
律
令
は
、
共
に
唐
の
永
徽
律
令
を
継
受
し
た
と
い
っ
て
も
、
律
と
令

と
で
は
、
そ
の
方
法
を
か
な
り
異
に
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
令
に
お
い
て
は
、
唐
令
を
継
受
す
る
に
当
り
、
例
え
ば
太
政
官
制

に
み
ら
れ
る
如
く
、
そ
の
内
容
に
大
幅
な
変
更
を
加
え
た
け
れ
ど
も
、
律
に
お
い
て
は
、
唐
律
に
若
干
の
修
正
を
施
す
に
止
め
、
律
を
一

貫
し
て
流
れ
る
法
理
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
日
唐
間
で
殆
ど
相
違
が
な
い
。
又
、
日
本
律
が
唐
律
を
継
受
し
た
際
、
日
本
律
は
唐
律
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

疏
文
を
屡
々
省
略
し
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
省
略
さ
れ
た
唐
の
律
疏
に
は
、
当
該
規
定
の
淵
源
や
字
義
を
史
書
、
経
書
等
の
古
典
を
引
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い
て
、
学
理
的
に
祖
述
し
た
部
分
が
多
い
。
日
本
律
に
お
け
る
こ
れ
ら
疏
文
の
省
略
は
、
簡
明
を
尚
ぶ
我
が
律
令
編
纂
者
の
自
主
的
な
意

図
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
一
般
に
官
人
が
律
を
運
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
で
十
分
事
足
り
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
右
の
結
果
、

目
本
律
の
解
釈
に
疑
義
が
生
じ
た
り
、
又
、
そ
の
適
用
に
問
題
が
起
き
た
場
合
に
は
、
唐
永
徽
律
疏
に
潮
っ
て
、
そ
の
文
を
是
非
と
も
参

看
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
日
本
律
と
永
徽
律
疏
と
は
、
日
本
律
編
纂
の
当
初
か
ら
、
一
体
化
し
て

扱
わ
れ
る
可
能
性
を
有
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
律
集
解
等
所
引
の
律
疏
と
唐
律
疏
議

　
さ
て
、
律
集
解
等
に
見
え
る
律
疏
の
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
現
存
唐
律
疏
議
の
文
と
比
較
す
る
に
、
両
者
は
大
体
に
お
い

て
合
致
す
る
（
第
三
章
に
掲
載
せ
る
永
徽
律
疏
逸
文
校
訂
参
照
）
。
し
か
し
、
項
末
な
文
字
の
異
同
は
別
と
し
て
、
両
者
に
は
、
か
な
り
異
っ
た

個
所
も
存
す
る
の
で
、
以
下
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

　
名
例
律
第
一
条
（
答
刑
五
条
）
。
式
目
抄
の
引
く
疏
、
及
び
法
曹
至
要
紗
解
の
引
く
唐
律
疏
に
は
、
「
答
者
撃
也
。
」
の
次
に
、
「
而
律
学

者
云
。
答
訓
為
肚
。
」
と
あ
る
。
更
に
前
節
に
掲
げ
た
式
目
抄
所
載
の
穴
記
に
も
、
右
と
ほ
ぼ
同
文
の
律
疏
の
文
が
引
か
れ
て
い
る
。
但

し
、
政
事
要
略
の
引
く
疏
に
は
、
「
而
律
学
者
云
。
」
が
存
し
な
い
。
（
式
目
抄
は
続
史
籍
集
覧
本
に
内
閣
文
庫
蔵
の
式
目
抄
を
以
っ
て
校
訂
し
た
も

の
、
政
事
要
略
は
国
史
大
系
本
、
法
曹
至
要
紗
解
は
改
定
史
籍
集
覧
本
に
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
藤
波
本
を
以
っ
て
校
訂
し
た
も
の
に
夫
々
拠
っ
た
。
な
お
、

第
三
章
の
永
徽
律
疏
逸
文
校
訂
参
照
。
）
又
、
現
存
唐
律
疏
議
諸
本
で
は
、
当
該
個
所
は
「
而
律
学
者
云
」
の
五
字
な
く
、
次
の
「
答
」
を

「
又
」
に
作
っ
て
い
る
。
処
で
、
宋
刑
統
を
検
す
る
に
、
当
該
個
所
は
、
式
目
抄
及
び
法
曹
至
要
紗
解
所
引
の
律
疏
と
全
く
一
致
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
開
元
律
疏
で
は
刑
統
の
如
く
記
さ
れ
、
且
つ
永
徽
律
疏
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
政
事
要
略
所
引
の
律
疏
に
は
、
上
記
の
五
字
は
存
し
な
い
が
、
こ
れ
は
省
略
し
て
引
用
さ
れ
た
も
の
か
、
或
い
は
伝
写
の
際
、
脱
落

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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名
例
律
第
五
条
（
死
刑
二
条
）
。
現
存
唐
律
疏
議
の
問
答
の
末
尾
は
、
「
無
煩
縷
説
。
」
で
終
っ
て
い
る
が
、
政
事
要
略
及
び
式
目
抄
所
引

の
律
疏
に
は
、
そ
の
下
に
「
蓋
始
於
夏
也
。
」
の
文
が
見
え
る
。
但
し
、
法
曹
至
要
砂
解
所
引
の
律
疏
は
、
右
の
「
夏
」
を
「
唐
虞
」
に

作
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
現
存
唐
律
疏
議
及
び
宋
刑
統
に
は
見
え
な
い
が
、
永
徽
律
疏
に
は
存
在
し
た
可
能
性
が
大
で
あ
ろ
う
。
何

と
な
れ
ば
、
本
条
の
問
答
の
問
の
部
分
は
、
「
苔
以
上
。
死
以
下
。
皆
有
蹟
法
。
未
知
贈
刑
起
自
何
代
。
」
と
あ
っ
て
、
瞭
銅
刑
の
起
っ
た

時
代
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
り
、
前
掲
律
疏
の
「
蓋
始
於
夏
也
。
」
な
る
文
は
、
こ
の
問
に
対
す
る
直
接
の
答
の
部
分
に
相
当
す
る
か
ら

で
あ
る
。
従
っ
て
、
永
徽
律
疏
の
原
文
に
は
、
こ
の
個
所
は
存
在
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
答
の
部
分
が
蹟
刑
の
沿
革
を
長
く
述
べ
、
し

か
も
最
後
に
「
今
古
贋
刑
。
軽
重
異
制
。
品
目
区
別
。
備
有
章
程
。
不
仮
勝
条
。
無
煩
縷
説
。
」
と
あ
っ
て
、
　
一
見
完
結
せ
る
文
章
の
如

く
見
え
る
か
ら
、
後
代
、
前
掲
文
が
脱
落
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
名
例
律
第
六
条
（
＋
悪
条
）
。
政
事
要
略
巻
八
二
（
大
系
本
六
四
八
頁
）
に
は
、

　
　
三
日
。
謀
叛
。
謂
。
謀
背
国
従
偽
。
翻
解
鮪
嶽
篠
鯖
鰍
鯛
解
鵬
澱
旛
鯛

　
　
　
疏
云
。
叛
背
也
。
分
也
。

と
見
え
、
又
、
名
例
律
裏
書
（
大
系
本
『
律
』
八
四
頁
）
に
も
、

　
　
謀
叛
事

　
　
　
跣
云
。
叛
背
也
。
分
也
。

と
あ
る
。
右
の
「
跣
云
」
が
前
章
で
述
べ
た
如
く
、
唐
の
永
徽
律
疏
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
永
徽
律
疏
の
名
例
律
十
悪
条
の
謀
叛
の
疏
文
に

は
、
現
存
唐
律
疏
議
に
見
え
な
い
「
叛
背
也
。
分
也
。
」
と
い
う
文
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
（
宋
刑
統
で
は
、
当
該
個
所
は
敏
損
し
て
い
る

が
、
刑
統
に
よ
っ
て
こ
の
部
分
が
補
紗
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
淺
喜
齋
本
唐
律
疏
議
に
は
、
そ
れ
が
見
え
な
い
か
ら
、
恐
ら
く
宋
刑
統
に
は
存
在
し
な
か
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
）
果
し
て
そ
の
よ
う
に
い
え
る
か
ど
う
か
次
に
検
討
し
た
い
。
今
、
政
事
要
略
の
当
該
個
所
を
検
す
る
に
、
一
日
謀
反
、
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二
日
謀
大
逆
、
三
日
謀
叛
、
四
日
悪
逆
、
八
日
不
義
に
は
、
す
べ
て
「
疏
云
」
が
見
え
て
い
る
が
（
前
章
『
国
学
院
法
学
』
第
一
三
巻
第
四
号

八
八
頁
以
下
参
照
）
、
こ
れ
ら
の
中
、
謀
叛
以
外
の
疏
は
、
す
べ
て
現
存
唐
律
疏
議
の
文
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
右
の
謀
反
、
謀
大
逆
、
悪
逆
、

不
義
の
疏
が
す
べ
て
現
存
唐
律
疏
議
の
文
と
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
謀
叛
の
疏
も
亦
、
唐
の
律
疏
の
文
で
あ
る
可
能
性
を
濃
厚
に
示

す
も
の
と
い
え
よ
う
。
処
で
、
右
の
政
事
要
略
に
見
え
る
謀
反
、
謀
大
逆
、
悪
逆
、
不
義
の
疏
は
、
こ
れ
ら
の
項
目
の
意
義
を
総
括
的
、

一
般
的
に
説
明
せ
る
文
で
あ
り
、
す
べ
て
そ
の
文
の
末
尾
は
、
「
故
日
1
。
」
と
結
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
現
存
唐
律
疏
議
に
お
い
て
も
同

様
で
あ
る
。
又
、
現
存
唐
律
疏
議
で
は
、
十
悪
の
他
の
項
目
、
即
ち
不
道
、
大
不
敬
、
不
孝
、
不
睦
、
内
乱
も
、
疏
議
の
文
の
冒
頭
に
、

す
べ
て
そ
の
項
目
の
意
義
の
一
般
的
説
明
を
行
な
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
現
存
唐
律
疏
議
の
謀
叛
に
は
、

　
　
三
日
。
謀
叛
・
謂
謀
背
国
従
偽
。

　
　
　
疏
議
日
。
有
人
謀
背
本
朝
。
将
投
蕃
国
。
或
欲
翻
城
従
偽
。
或
欲
以
地
外
奔
。
即
如
菖
牟
夷
以
牟
婁
来
奔
。
公
山
弗
擾
以
費
叛
之
類
。

と
あ
っ
て
、
謀
叛
に
関
し
て
は
、
他
の
十
悪
の
項
目
に
存
す
る
概
括
的
説
明
の
文
は
見
え
な
い
。
即
ち
、
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
謀
大
逆
の

項
に
は
、

　
　
二
日
。
謀
大
逆
。
謂
謀
段
宗
廟
山
陵
及
宮
闘
。

　
　
　
疏
議
日
。
此
条
之
人
。
干
紀
犯
順
。
違
道
惇
徳
。
逆
莫
大
焉
。
故
日
大
逆
。

　
　
　
註
。
謂
謀
殿
宗
廟
山
陵
及
宮
閾
。

　
　
　
疏
議
目
。
有
人
獲
罪
於
天
。
不
知
紀
極
。
潜
思
釈
憾
。
将
図
不
逞
。
遂
起
悪
心
。
謀
殿
宗
廟
山
陵
及
宮
閾
。
（
以
下
略
）

と
あ
る
が
、
右
の
「
此
条
之
人
」
以
下
に
相
当
す
る
疏
文
は
、
謀
叛
の
項
に
は
存
在
し
な
い
。
謀
叛
の
項
の
疏
文
、
「
有
人
謀
背
本
朝
」

以
下
の
文
は
、
実
は
謀
叛
の
注
文
で
あ
る
「
謂
。
謀
背
国
従
偽
」
を
注
釈
せ
る
疏
文
で
あ
っ
て
、
謀
叛
そ
の
も
の
を
説
明
せ
る
疏
文
で
は

な
い
。
名
例
律
十
悪
条
の
疏
文
の
体
裁
か
ら
い
え
ば
、
謀
叛
の
項
に
お
い
て
も
、
当
然
謀
叛
に
関
す
る
一
般
的
説
明
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
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も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
政
事
要
略
に
現
れ
た
前
掲
「
叛
背
也
。
分
也
。
」
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
疏
文
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
た
だ
、
こ
れ
を
十
悪
の
他
の
項
目
の
説
明
文
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
か
な
り
短
い
文
で
も
あ
り
、
謀
叛
な
る
語
の
説
明
に

十
分
意
を
尽
く
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
又
、
そ
の
文
の
末
尾
に
は
、
他
の
項
に
見
え
る
が
如
き
「
故
日
1
。
」
な
る
文
も
存
在
し

な
い
。
従
っ
て
、
右
の
文
は
後
代
の
蜜
入
で
あ
る
と
疑
う
こ
と
も
出
来
る
が
、
又
一
方
、
右
に
述
べ
た
如
き
文
で
あ
っ
た
れ
ぽ
こ
そ
、
本

来
原
文
に
存
し
た
も
の
が
後
代
脱
落
し
牝
と
も
考
え
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
、
政
事
要
略
及
び
名
例
律
裏
書
に
み
え
る
「
叛
背
也
。
分
也
。
」

な
る
律
疏
の
文
は
、
永
徽
律
疏
に
お
い
て
存
在
し
た
も
の
と
一
応
考
え
た
い
。

　
名
例
律
第
二
条
（
杖
刑
五
条
）
及
び
第
四
条
（
流
刑
三
条
）
。
政
事
要
略
及
び
式
目
抄
所
引
の
名
例
律
第
二
条
の
律
疏
に
は
、
「
書
日
。
鞭

作
官
刑
。
」
の
次
に
、
現
存
唐
律
疏
議
及
び
宋
刑
統
に
見
え
な
い
「
馬
融
日
。
為
　
治
官
事
之
刑
也
。
」
な
る
文
が
存
す
る
。
た
だ
法
曹
至

要
紗
解
に
お
け
る
当
該
個
所
は
「
書
日
。
鞭
作
官
刑
。
猶
今
之
杖
刑
者
也
。
髪
泊
階
室
。
以
杖
易
鞭
。
」
と
あ
っ
て
、
前
掲
「
馬
融
日
」

以
下
の
文
は
見
え
な
い
。
こ
れ
を
如
何
に
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
今
、
右
の
法
曹
至
要
紗
解
の
文
を
検
す
る
に
、
「
猶
今
之
杖
刑

者
也
」
と
「
髪
泊
晴
室
」
と
の
間
に
大
な
る
省
略
文
が
あ
る
か
ら
、
法
曹
至
要
妙
解
所
引
の
唐
律
疏
の
原
文
は
、
政
事
要
略
及
び
式
目
抄

の
引
く
律
疏
と
同
文
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
法
曹
至
要
砂
解
が
引
用
す
る
際
、
省
略
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
第
一
の
考
え
方
で
あ

る
。
処
で
、
名
例
律
第
四
条
を
み
る
に
、
政
事
要
略
及
び
式
目
抄
所
引
の
律
疏
に
は
、
「
書
日
。
流
宥
五
刑
。
」
の
次
に
、
や
は
り
現
存
唐

律
疏
議
及
び
宋
刑
統
に
見
え
な
い
「
馬
融
日
。
流
放
也
。
宥
寛
也
。
一
日
幼
少
。
二
日
老
毫
。
三
日
憲
愚
。
」
な
る
馬
融
の
注
を
引
い
た

文
が
存
す
る
。
こ
の
文
も
亦
、
法
曹
至
要
砂
解
の
引
く
唐
律
疏
に
は
見
え
な
い
。
即
ち
、
こ
の
部
分
に
関
す
る
至
要
紗
解
の
文
（
改
定
史

籍
集
覧
本
一
二
一
頁
）
は
、
左
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
唐
律
疏
云
。
書
云
。
流
宥
五
刑
。
謂
不
忍
刑
殺
宥
之
子
遠
也
。
又
日
。
五
流
有
宅
。
三
居
。
大
罪
投
之
四
喬
。
或
流
干
海
之
外
。
次

　
　
九
州
之
外
。
次
中
国
之
外
。
蓋
始
於
唐
虞
。
今
之
三
流
。
即
其
義
也
。
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右
の
法
曹
至
要
紗
解
の
引
く
疏
文
は
、
若
干
の
誤
脱
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
大
体
に
お
い
て
現
存
唐
律
疏
議
と
一
致
し
て
い
る
。
従

っ
て
、
本
条
の
「
馬
融
日
」
以
下
の
文
は
、
法
曹
至
要
紗
解
が
そ
の
原
文
に
存
し
た
唐
律
疏
の
文
を
意
識
的
に
省
略
し
た
と
い
う
可
能
性

は
少
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
名
例
律
第
二
条
の
「
馬
融
日
」
以
下
の
文
も
、
法
曹
至
要
紗
解
が
原
文
を
引
載
す

る
に
当
っ
て
省
略
し
た
の
で
は
な
く
、
至
要
紗
解
所
引
の
唐
律
疏
の
原
本
に
元
来
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
が
第
二
の

考
え
方
で
あ
る
。
更
に
、
も
う
一
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。
即
ち
、
法
曹
至
要
砂
解
の
引
く
律
疏
は
、
唐
の
永
徽
律
疏
に
あ
ら
ず
し
て
、
開

元
律
疏
で
あ
り
、
従
っ
て
、
永
徽
律
疏
に
存
在
し
た
馬
融
の
注
は
、
開
元
律
疏
に
至
っ
て
は
、
こ
れ
を
削
除
し
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
第
三
の
考
え
方
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
法
曹
至
要
紗
解
の
引
く
律
疏
の
性
格
が
間
題
と
な
ろ
う
。
政
事
要
略
及
び
式
目
抄
所
引
の
律
疏
は
、
律
集
解
所
載
の

律
疏
か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
と
み
て
大
体
に
お
い
て
誤
り
な
く
、
且
つ
律
集
解
所
載
の
律
疏
は
、
前
章
で
考
証
せ
る
如
く
永
徽
律
疏
と
考

え
て
よ
い
。
又
、
法
曹
至
要
砂
解
が
令
抄
と
共
に
、
東
山
時
代
の
碩
学
一
条
兼
良
の
講
義
を
子
息
厳
宝
が
筆
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
近
時
、
橋
本
久
、
林
紀
昭
両
氏
の
「
異
本
令
抄
致
」
（
『
法
制
史
研
究
1
8
』
七
九
頁
以
下
所
収
）
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
処
で
あ
り
、
こ
れ

に
関
し
て
も
、
何
ら
疑
い
を
い
れ
な
い
。
処
で
、
こ
の
法
曹
至
要
紗
解
所
引
の
「
唐
律
疏
」
が
元
の
泰
定
本
系
の
唐
律
疏
議
で
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

は
、
現
存
唐
律
疏
議
諸
本
に
は
見
え
な
い
前
掲
「
而
律
学
者
云
」
な
る
文
の
存
す
る
こ
と
に
よ
り
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
、

こ
の
「
而
律
学
者
云
」
な
る
文
の
存
す
る
唐
の
律
疏
は
、
永
徽
律
疏
か
、
然
ら
ず
ん
ば
開
元
律
疏
と
考
え
て
、
ほ
ぼ
誤
り
な
い
。
も
し
至

要
紗
解
の
引
く
律
疏
が
開
元
律
疏
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
前
述
の
如
く
、
名
例
律
第
二
条
、
第
四
条
に
み
え
る
「
馬
融
日
」
以
下
の
文

は
、
永
徽
律
疏
に
は
存
在
し
た
が
、
開
元
律
疏
に
至
っ
て
削
除
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
至
要
紗
解
の
引
く
律
疏

は
、
開
元
律
疏
で
は
な
く
、
や
は
り
永
徽
律
疏
で
あ
る
可
能
性
が
大
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
前
章
で
述
べ
た
如
く
、
日
本
律
の
藍
本

が
永
徽
律
疏
で
あ
っ
た
為
に
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
後
代
に
至
る
迄
、
永
徽
律
疏
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
職
官
名
や
地
名
、
門
名
等
を
若
干
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変
更
し
た
開
元
律
疏
は
、
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
国
現
在
書
目
録
を
検
し
て
も
、
そ
れ
に

は
、
「
唐
開
元
令
升
巻
」
と
見
え
る
が
、
開
元
律
疏
と
明
確
に
称
す
る
書
目
は
存
在
し
な
い
。
兼
良
の
令
講
義
の
筆
録
で
あ
る
令
抄
（
書
陵

部
所
蔵
藤
波
本
）
の
巻
首
に
は
、

　
　
本
朝
令
ハ
唐
開
元
令
ヲ
本
ニ
シ
テ
書
タ
リ
。
（
中
略
）
律
ハ
永
徽
律
ヲ
本
ニ
シ
テ
定
ラ
ル
・
也
。
永
徽
年
中
二
選
セ
ラ
レ
タ
ル
律
ナ

　
　
レ
ハ
、
永
徽
律
ト
云
也
。

と
あ
っ
て
、
兼
良
が
日
本
令
の
藍
本
を
開
元
令
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
間
題
で
あ
る
が
、
日
本
律
の
藍
本
を
永
徽
律
と
考
え
た
の
は
正
し

く
、
兼
良
が
永
徽
律
を
重
ん
じ
て
い
た
こ
と
は
、
右
の
令
抄
巻
首
の
文
か
ら
も
推
察
し
得
る
処
で
あ
る
。
以
上
を
勘
案
す
る
に
、
法
曹
至

要
砂
解
所
引
の
唐
の
律
疏
は
、
永
徽
律
疏
と
考
え
て
恐
ら
く
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
諸
般
の
事
情
か
ら
す
る
に
、
兼
良
は
養
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

律
の
み
な
ら
ず
、
永
徽
律
疏
を
も
全
巻
所
持
し
て
、
そ
れ
か
ら
直
接
引
用
し
た
疑
い
が
濃
厚
で
あ
る
。
即
ち
、
法
曹
至
要
紗
解
所
引
の
唐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

の
律
疏
は
、
律
集
解
所
載
の
唐
の
律
疏
を
所
謂
孫
引
き
し
た
も
の
で
は
な
く
、
原
本
か
ら
直
接
引
用
し
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。
以
上
の

よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
前
述
せ
る
永
徽
律
疏
に
存
在
し
た
馬
融
の
注
が
開
元
律
疏
に
至
っ
て
削
除
さ
れ
た
と
い
う
第
三
の
考
え
方
は
、

恐
ら
く
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
至
要
紗
解
所
引
の
律
疏
が
永
徽
律
疏
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
政
事
要
略
及
び
式
目
抄
所

引
の
律
疏
と
至
要
紗
解
所
引
の
律
疏
と
の
間
に
は
、
前
掲
二
つ
の
「
馬
融
日
」
以
下
の
文
の
存
否
を
め
ぐ
っ
て
相
異
が
生
ず
る
が
、
こ
れ

は
至
要
紗
解
が
意
識
的
に
省
略
し
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
右
の
文
は
元
来
永
徽
律
疏
に
存
在
せ
ず
、
後
世
の
加
筆
で
あ
る
か
、
そ
の
何
れ

か
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
今
、
そ
の
何
れ
で
あ
る
か
断
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
た
だ
唐
の
律
疏
を
引
用
す
る
目
本
の
典

籍
に
、
わ
ざ
わ
ざ
か
か
る
書
経
に
対
す
る
馬
融
の
注
が
加
筆
さ
れ
る
可
能
性
は
、
一
般
的
に
み
て
少
な
い
と
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
以
上
、
政
事
要
略
、
式
目
抄
、
法
曹
至
要
紗
解
等
の
所
引
の
律
疏
と
現
存
唐
律
疏
議
の
文
と
を
比
較
し
て
、
そ
の
異
る
個
所
を

検
討
し
て
来
た
が
、
現
存
唐
律
疏
議
に
は
存
し
な
い
文
が
若
干
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
我
が
典
籍
所
引
の
律
疏
中
に
散
見
さ
れ
る
こ
と
は
、
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注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
に
は
、
最
後
に
あ
げ
た
名
例
律
第
二
条
、
第
四
条
の
場
合
の
如
く
、
必
ず
し
も
そ
の
性
格
が
明
か

で
な
い
個
所
も
存
す
る
が
、
名
例
律
第
一
条
の
「
而
律
学
者
云
」
の
如
き
永
徽
、
開
元
両
律
疏
に
お
い
て
確
実
に
存
在
し
、
そ
の
後
、
現

存
唐
律
疏
議
成
立
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
意
識
的
に
削
除
さ
れ
た
か
、
又
は
伝
写
の
間
に
誤
っ
て
脱
落
し
た
か
、
そ
の
何
れ
か
と
思
わ

れ
る
文
も
亦
、
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
唐
律
疏
議
の
テ
キ
ス
ト
に
関
す
る
研
究
に
は
、
我
が
典
籍
の
研
究
を
も
併
せ
行
う
必
要
の
あ
る

所
以
が
こ
こ
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
3
　
律
集
解
所
引
の
律
疏
と
名
例
律
篇
目
疏
議

　
前
節
に
お
い
て
、
我
々
は
主
と
し
て
律
集
解
に
引
載
さ
れ
た
唐
の
律
疏
の
文
と
現
存
唐
律
疏
議
と
を
比
較
し
て
検
討
を
加
え
た
の
で
あ

る
が
、
律
集
解
所
引
の
律
疏
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
、
更
に
重
要
な
史
料
と
し
て
名
例
律
勘
物
（
国
史
大
系
『
律
』
九
三
頁
以
下
所
収
）
に

「
唐
法
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
名
例
律
集
解
所
引
の
律
疏
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
大
系
本
の
当
該
個
所
を
掲
げ
よ
う
。

　
　
唐
法

名
例
律
集
解
云
。
昔
目
三
王
始
用
完
刑
。
潴
衣
難
嗣
。
皇
風
更
遠
。
模
散
淳
離
。
傷
肌
犯
骨
。
年
代
記
目
。
三
王
。
謂
。
夏
股
周
是
。

則
在
三
皇
五
帝
之
後
。
律
疏
云
。
上
代
有
五
種
完
刑
。
依
孝
経
云
。
則
墨
宮
割
膿
大
辟
是
。
貴
尤
無
道
造
五
虐
之
刑
。
大
刑
用
兵

甲
。
次
刑
用
斧
鍼
。
中
刑
用
刀
鋸
。
其
次
用
鐙
馨
。
薄
刑
用
鞭
朴
。
至
於
頴
碩
之
日
。
乃
有
刑
則
削
黙
三
刑
。
至
於
帝
発
之
日
。
易

黙
為
墨
。
捨
用
従
則
。
変
則
作
宮
。
改
斬
為
辟
。
敏
槻
鵡
削
離
財
旗
蹄
智
聯
如
財
韻
就
静
献
獅
際
醐
蹴
臥
尉
呪
麟
罫
鴬
期
瀦
麟
が
鄭
町
当
此
時
。
乃
有
墨
刑

膿
刑
宮
刑
大
辟
。
是
於
其
時
。
為
犯
賊
盗
者
。
其
刑
墨
。
即
殿
破
額
上
。
以
墨
湛
之
。
為
賊
字
。
使
人
知
之
。
若
有
貧
嗜
飲
食
知
香

臭
者
。
其
刑
則
。
々
者
去
鼻
也
。
若
為
越
関
梁
。
鍮
城
廓
者
。
其
刑
膿
。
々
者
。
破
左
脚
。
抽
去
膿
細
骨
。
若
有
男
女
不
以
礼
交
犯

鉦
者
。
刑
其
宮
割
。
男
女
去
勢
。
女
子
閑
置
深
宮
中
。
使
絶
淫
洪
之
道
。
有
不
順
君
命
敏
人
者
。
其
刑
大
辟
。
即
是
今
斬
也
。
帝
舜

之
目
。
乃
有
五
種
象
刑
。
而
行
於
時
。
有
犯
墨
者
。
以
宅
巾
覆
頭
上
。
犯
則
者
。
以
潴
書
其
兇
襟
前
。
放
去
鼻
流
汗
衣
。
犯
膿
者
。
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以
墨
書
脚
上
放
去
其
脚
。
犯
舞
者
。
男
女
異
嘱
表
其
雑
乱
。
犯
大
辟
者
。
違
着
布
衣
。
無
領
縁
。
奔
置
市
中
。
与
衆
人
有
別
。
夏
萬

徳
微
。
還
用
完
刑
。
其
條
三
千
。
股
湯
亦
用
肉
刑
。
科
條
与
夏
同
。
周
武
王
亦
用
肉
刑
。
墨
刑
五
百
。
則
刑
五
百
。
膿
刑
五
百
。
宮

刑
五
百
。
大
辟
五
百
。
惣
有
二
千
五
百
條
。
　
案
此
等
文
。
所
謂
肉
刑
者
。
五
帝
之
内
。
顎
預
始
行
。
帝
発
帝
舜
。
彼
此
同
行
。
大

辟
之
罪
。
亦
黄
帝
所
行
。
其
黄
帝
是
五
帝
之
上
。
三
皇
之
最
後
皇
也
。
而
集
解
文
三
王
始
用
完
刑
者
。
然
則
三
皇
三
皇
先
後
以
違
。

但
集
解
所
謂
三
王
者
。
□
夏
段
周
也
。
此
等
猶
用
完
刑
耳
。

同
集
解
云
。
尚
書
大
伝
云
。
夏
刑
三
千
條
。
瑚
朝
蝿
鐸
瀧
顯
許
齪
測
輝
蹴
蠣
駈
敢
解
吃
属
周
礼
司
刑
掌
五
刑
。
其
属
二
千
五
百
。
穆
王
度
時
制

法
。
五
刑
之
属
三
千
。
翻
塑
劇
調
勲
剛
融
蹟
肝
竃
鮪
鰹
翻
哺
砒
激
雄
妊
醐
磁
陀
舛
。
周
衰
刑
重
。
戦
国
異
制
。
魏
文
侯
破
究
和
翻
懸
教
喉
競
餉
斌
駐
期
塒
人
酬
渕

理
哩
。
集
諸
国
刑
典
。
造
法
経
六
篇
。
一
盗
法
。
二
賊
法
。
三
囚
法
。
四
捕
法
。
五
雑
法
。
六
具
陳
』
。
商
鞍
鞭
娩
観
鏑
惣
儲
糠
雛
献
蟹
縁

鱒
曝
群
融
創
醐
群
伝
陵
一
。
改
法
為
律
。
漢
相
薫
何
。
灘
獣
続
観
更
加
慢
所
造
戸
興
厩
三
篇
。
為
九
章
之
律
。
魏
醸
鐡
が
御
醐
模
回
漢
律
為

十
八
篇
。
改
漢
具
律
。
為
刑
名
第
一
。
晋
命
質
充
等
。
鰐
署
畑
艦
類
統
構
咳
酵
鰹
銃
蜥
淀
新
増
損
漢
魏
葎
蔦
廿
篇
。
於
魏
刑
名
律
中
。
分
為
“

例
律
。
宋
。
蘇
肥
興
簸
賄
蹄
涕
礎
耽
紅
鮫
馳
澱
馳
ザ
榴
如
紹
駐
刑
司
蜻
扶
賄
顯
燧
號
桐
後
判
縮
醐
融
胆
筋
及
後
魏
。
酢
獄
糀
剃
曜
国
而
不
改
。
受
至
北
斉
。

難
黙
灘
ポ
潅
併
刑
名
法
例
為
名
例
。
後
周
。
辮
隙
綿
醒
復
為
刑
名
。
随
。
覇
囎
期
輪
囎
懲
隔
獄
襟
鰍
割
鵜
擁
療
簸
池
紙
辮
蘇
汲
升
碑
佃
評
騙
晦
。
日
北
斉
。

更
為
名
例
。
唐
簾
驚
団
於
晴
。
相
承
不
改
。
　
疏
日
。
至
於
六
国
之
時
。
働
文
侯
師
李
哩
。
改
刑
書
為
法
経
六
篇
。
一
賊
法
。
二
盗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
。
三
囚
法
。
四
捕
法
。
五
雑
法
。
六
具
法
。
商
鞍
伝
受
改
法
為
律
。
秦
乃
呑
併
六
国
。
以
禁
諸
侯
。
追
封
改
土
。
分
置
郡
県
。

亦
用
文
侯
法
経
六
篇
。
更
不
脩
改
。
至
於
漢
日
。
高
祖
遣
蒲
何
制
三
約
。
其
約
者
敏
人
者
死
。
傷
人
者
論
刑
。
盗
者
鯖
罪
。
蒲
何
更

制
厩
興
戸
三
律
巻
。
併
入
法
経
六
篇
。
謂
為
九
章
。
尋
後
張
湯
趙
萬
制
作
極
多
。
九
百
六
篇
。
盈
於
軌
閣
。
莫
能
遍
覧
。
時
桓
寛
七

寸
朱
博
三
尺
。
撮
録
時
漬
応
機
赴
用
。
従
魏
以
後
。
随
以
前
。
代
軽
代
重
。
史
筆
載
削
。
不
能
具
尽
。
至
於
大
唐
麿
録
。
化
沿
二
儀
。

済
育
蒼
生
。
沢
被
四
表
。
情
在
側
隠
。
念
軽
無
憲
。
故
詔
時
賢
。
刊
定
法
律
。
合
十
二
篇
。
以
為
後
則
。
反
坐
降
死
。
好
生
之
道
益
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隆
。
流
罪
軽
役
。
字
民
之
更
重
。
所
以
王
者
。
蛎
理
郡
生
。
減
和
品
物
。
上
観
玄
象
。
下
察
四
時
。
故
具
金
科
以
息
祀
。
備
玉
條
以

示
　
禁
。
寛
猛
相
済
。
乃
政
之
綱
紀
。
開
開
以
来
。
風
殊
俗
異
。
奔
代
相
回
。
煩
省
不
等
。
循
慮
蟻
舟
於
江
漢
。
嵯
頓
足
於
遠
途
。

故
平
是
非
於
万
古
。
語
得
失
於
百
王
。
義
有
奇
者
。
変
通
開
合
。
律
條
無
者
。
比
附
決
之
。
故
明
一
理
而
百
義
開
。
挙
一
綱
而
万
目

嘱
。
庶
使
鞠
獄
者
。
用
刑
無
濫
罰
之
失
。
犯
罪
者
。
甘
心
無
怨
魂
之
狂
。
循
以
古
今
異
制
。
略
序
五
刑
之
原
由
。
　
同
集
解
云
。
名

　
　
者
。
五
刑
之
罪
名
。
例
者
。
五
刑
之
体
例
。
名
謂
薦
一
命
。
例
訓
為
比
。
命
諸
篇
之
刑
名
。
比
諸
篇
之
法
則
。
但
名
回
罪
立
。
事
由
犯

　
　
生
。
命
名
即
刑
応
。
比
例
即
事
顕
。
故
以
名
例
為
首
。
（
□
拠
唐
律
疏
議
補
）

　
今
、
右
に
掲
げ
た
名
例
律
集
解
の
文
に
つ
い
て
、
暫
ら
く
考
察
を
加
え
た
い
。
こ
の
名
例
律
集
解
の
中
、
「
律
疏
」
も
し
く
は
「
疏
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宍
）

と
あ
る
文
は
、
全
部
で
五
個
所
現
れ
て
い
る
。
即
ち
、
ω
「
上
代
有
五
種
完
刑
。
…
…
改
斬
為
辟
。
」
「
当
此
時
。
乃
有
墨
刑
。
…
…
惣
有

二
千
五
百
条
。
」
　
②
「
斬
刑
起
於
黄
帝
。
…
…
斬
貴
尤
於
縁
鹿
之
野
。
」
　
③
「
墨
罪
之
属
千
。
…
…
大
辟
之
属
二
百
是
。
」
　
④
「
周
肉
刑

惣
二
千
五
百
条
。
…
…
刑
属
之
数
亦
不
同
。
」
　
⑤
「
至
於
六
国
之
時
。
…
…
略
序
五
刑
之
原
由
。
」
の
文
で
あ
る
。
右
の
中
、
②
の
文
に

は
、
「
又
日
」
が
冠
せ
ら
れ
て
、
律
疏
で
あ
る
こ
と
を
示
す
文
字
は
な
い
が
、
こ
の
「
又
日
」
は
、
「
律
疏
日
」
の
意
に
解
せ
ら
れ
る
か

ら
、
や
は
り
律
疏
の
文
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
文
は
、
そ
の
内
容
、
体
裁
か
ら
考
え
て
、
元
来
こ
の
個
所
に
あ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
恐

ら
く
勘
物
の
著
者
な
い
し
は
後
人
が
他
の
個
所
か
ら
引
い
て
、
こ
こ
に
加
筆
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宍
）

　
さ
て
、
右
の
律
疏
の
文
の
内
容
を
み
る
と
、
②
を
一
応
別
と
す
れ
ば
、
①
は
「
昔
日
三
王
始
用
完
刑
。
…
…
傷
肌
犯
骨
。
」
　
③
は
「
爾

書
大
伝
云
。
夏
刑
三
千
条
。
」
　
㈲
は
「
周
礼
司
刑
掌
五
刑
。
…
…
五
刑
之
属
三
千
。
」
　
⑤
は
「
周
衰
刑
重
。
…
…
唐
因
於
晴
。
相
承
不

改
。
」
（
前
掲
史
料
に
傍
線
を
施
し
た
部
分
）
を
夫
々
注
解
せ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
右
の
傍
線
部
分
は
、
現
存
唐
律
疏
議
の
名
例
律
篇
目
疏

議
の
文
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
さ
て
、
右
の
律
疏
の
文
が
何
時
成
立
し
た
か
が
次
の
問
題
で
あ
る
が
、
今
、
こ
の
文
に
み
え
る
避
諦
の
例
か

ら
検
討
を
加
え
る
に
、
こ
の
文
中
に
は
、
「
隆
」
「
機
」
の
文
字
が
使
用
さ
れ
て
、
玄
宗
の
諺
「
隆
基
」
を
避
け
て
い
な
い
。
又
、
「
詔
」
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字
が
使
用
さ
れ
て
、
則
天
武
后
の
諦
「
墨
」
を
避
け
て
い
な
い
。
右
の
事
実
は
前
掲
史
料
の
傍
線
部
分
「
命
名
即
刑
応
。
比
例
即
事
顕
。
」

に
も
、
中
宗
の
諦
「
顕
」
を
避
け
て
い
な
い
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
こ
の
律
疏
の
文
が
武
后
、
中
宗
以
前
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
文
中
に
「
弄
」
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
太
宗
の
諦
「
世
民
」
の
「
世
」
字
を
避
け
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
律
疏
は
、
太
宗
以
降
に
作
成
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
右
の
文
が
太
宗
以
降
に
作
成
さ
れ
た
と
す
る
と
、

文
中
に
「
字
民
」
と
あ
っ
て
、
「
民
」
字
を
避
け
て
い
な
い
の
が
問
題
で
あ
る
が
、
陳
新
会
氏
の
『
史
詳
挙
例
』
（
文
史
哲
出
版
社
刊
、
　
一
四

六
頁
）
に
は
、
「
武
徳
九
年
。
有
『
世
及
民
両
字
不
連
続
者
。
並
不
須
避
』
之
令
。
」
と
あ
っ
て
、
も
し
然
り
と
す
れ
ば
、
或
い
は
原
文
に

は
、
「
民
」
字
は
避
け
て
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
次
に
、
こ
の
律
疏
の
文
は
、
そ
の
内
容
、
格
調
か
ら
し
て
も
、
唐
代
に
作
ら
れ
た
文
で
あ
る
と
の
感
を
深
く
す
る
。
殊
に
「
至
於
六
国

之
時
。
循
文
侯
師
李
哩
。
改
刑
書
為
法
経
六
篇
。
」
以
下
の
律
疏
の
文
は
、
永
徽
律
制
定
当
時
の
状
況
が
生
き
生
き
と
し
て
伝
わ
っ
て
く

る
よ
う
な
名
文
で
あ
る
。
こ
の
文
中
、
「
至
於
大
唐
鷹
録
。
化
沿
二
儀
。
済
育
蒼
生
。
沢
被
四
表
。
情
在
側
隠
。
念
軽
無
憲
。
故
詔
時
賢
。

刊
定
法
律
。
合
十
二
篇
。
以
為
後
則
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ぽ
、
こ
の
律
疏
の
文
は
、
永
徽
律
十
二
篇
の
制
定
さ
れ
た
永
徽
二
年
を

降
る
こ
と
、
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
時
点
に
作
ら
れ
た
こ
と
が
明
か
で
あ
り
、
遙
か
後
代
に
作
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
又
、
次
に
つ
づ

く
「
反
坐
降
死
。
好
生
之
道
益
隆
。
流
罪
軽
役
。
字
民
之
更
重
。
」
な
る
文
の
意
味
す
る
処
は
、
凡
そ
次
の
如
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、

現
存
唐
律
疏
議
の
闘
訟
律
誕
告
反
坐
条
を
検
す
る
に
、
そ
の
本
文
、
本
注
に
は
、

　
　
諸
謳
告
人
者
。
各
反
坐
。
（
中
略
）
反
坐
致
罪
。
準
前
人
入
罪
法
。
至
死
而
前
人
未
決
者
。
聴
減
一
等
。

と
あ
り
、
そ
の
疏
議
に
は
、

　
　
疏
議
日
。
（
中
略
）
反
坐
其
罪
。
準
前
人
入
罪
之
法
。
至
死
而
前
人
難
断
詫
未
決
者
。
反
坐
之
人
。
聴
減
一
等
。

と
あ
っ
て
、
右
と
ほ
ぽ
同
じ
文
が
日
本
律
に
も
存
す
る
か
ら
、
永
徽
律
疏
は
、
現
存
唐
律
疏
議
の
文
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
っ
た
こ
と
疑
い
な
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い
Q
右
の
闘
訟
律
の
文
意
は
、
死
罪
を
謳
告
し
た
場
合
、
被
護
告
人
が
死
刑
の
判
決
を
う
け
て
も
、
ま
だ
刑
を
執
行
さ
れ
て
い
な
い
段
階

で
は
、
謳
告
人
は
死
刑
の
反
坐
を
科
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
死
よ
り
一
等
を
減
ぜ
ら
れ
て
流
刑
に
処
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
す
れ

ば
、
前
掲
律
疏
の
「
反
坐
降
死
」
と
は
、
恐
ら
く
晴
朝
に
お
い
て
は
、
死
罪
を
認
告
す
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
死
刑
の
反
坐
に
処
せ
ら
れ
た
も

の
が
、
唐
代
に
な
っ
て
、
右
の
如
き
規
定
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
を
指
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
の
「
流
罪
軽
役
」
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
晴
の
開
皇
律
に
お
い
て
は
、
流
罪
は
一
千
里
居
作
二
年
、
一
千
五
百
里
居
作
二
年
半
、
二
千
里
居
作
三
年
で
あ
っ
た
。
処
が
、
唐
の

武
徳
律
で
は
、
流
罪
は
二
千
里
、
二
千
五
百
里
、
三
千
里
と
し
、
居
作
は
共
に
一
年
と
し
た
（
階
書
刑
法
志
、
唐
六
典
巻
六
）
。
こ
の
よ
う

に
、
「
流
罪
軽
役
」
と
は
、
唐
代
で
は
晴
代
に
比
べ
て
、
流
配
地
を
各
一
千
里
延
長
し
た
け
れ
ど
も
、
居
作
期
間
を
短
縮
し
て
、
三
等
共

に
こ
れ
を
一
年
と
し
た
こ
と
を
指
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
反
坐
降
死
」
「
流
罪
軽
役
」
を
こ
の
よ
う
に
解
し
得
る
と
す
れ
ば
、
右

に
関
し
、
前
代
の
刑
法
典
と
比
較
し
て
、
唐
王
朝
の
恩
恵
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
て
い
る
前
掲
律
疏
は
、
ま
だ
唐
代
の
比
較
的
早
い
時
期

に
作
ら
れ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
更
に
、
現
存
唐
律
疏
議
の
「
名
例
一
」
に
は
、
最
初
に
名
例
律
篇
目
疏
議
と
そ
の
注
釈
、
次
に
五
刑
、
十
悪
、
八
議
が
記
さ
れ
て
い

る
。
右
の
中
、
五
刑
、
十
悪
、
八
議
の
体
裁
を
検
す
る
に
、
十
悪
、
八
議
は
、
最
初
に
「
十
悪
」
「
八
議
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
次
に
十
悪
、

八
議
の
字
義
や
沿
革
を
説
明
し
た
総
括
的
な
注
釈
た
る
疏
議
が
夫
々
に
存
在
す
る
。
次
に
「
一
日
ー
」
コ
百
1
」
と
し
て
、
十
悪
、

八
議
を
構
成
す
る
夫
々
の
細
目
に
つ
い
て
の
疏
議
が
続
い
て
い
る
。
し
か
る
に
五
刑
の
記
述
の
体
裁
は
、
十
悪
、
八
議
と
は
若
干
異
っ
て

お
り
、
先
ず
見
出
し
で
あ
る
「
五
刑
」
な
る
文
字
が
な
い
。
（
至
正
本
、
岱
南
閣
本
、
及
び
宋
刑
統
に
は
、
「
答
刑
五
」
の
前
に
、
「
五
刑
」
並
び
に

「
答
刑
五
、
杖
刑
五
、
徒
刑
五
、
流
刑
三
、
死
刑
二
」
な
る
見
出
し
が
存
す
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
後
代
の
加
筆
で
あ
っ
て
、
律
疏
原
本
に
は
な
か
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
永
徽
律
疏
を
藍
本
と
す
る
養
老
律
に
も
、
そ
れ
は
存
在
し
な
い
。
）
又
、
五
刑
そ
の
も
の
の
総
括
的
説
明
に
相
当
す
る
疏
議
も
な
く
、

直
ち
に
「
答
刑
五
。
一
十
腰
銅
一
斤
。
」
云
々
と
し
て
、
次
に
答
刑
を
注
釈
せ
る
疏
議
が
続
い
て
い
る
。
五
刑
の
体
裁
が
十
悪
、
八
議
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の
そ
れ
と
異
な
り
、
五
刑
そ
の
も
の
の
疏
議
が
な
い
の
は
、
恐
ら
く
所
謂
名
例
律
篇
目
疏
議
の
中
に
、
す
で
に
そ
の
説
明
が
あ
る
か
ら
で

あ
ろ
う
が
、
更
に
い
え
ば
、
前
掲
勘
物
所
載
の
律
疏
の
中
に
、
よ
り
詳
し
く
そ
の
説
明
が
為
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即

ち
、
前
掲
律
疏
の
末
尾
に
存
す
る
「
循
以
古
今
之
異
制
。
略
序
五
刑
之
原
由
。
」
と
い
う
文
は
、
前
述
せ
る
五
刑
の
体
裁
と
相
呼
応
す
る

も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
上
、
前
掲
律
集
解
所
引
の
律
疏
の
文
を
、
そ
の
内
容
か
ら
検
す
る
に
、
こ
の
文
は
、
所
謂
名
例
律
篇
目
疏
議
に
相
当
す
る
前
掲
傍
線

部
分
を
注
釈
し
、
且
つ
そ
の
意
を
敷
衛
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
関
係
は
密
接
不
可
分
な
も
の
を
窺
わ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
。
そ
う

す
る
と
、
や
は
り
こ
の
律
疏
は
、
永
徽
四
年
に
撰
上
さ
れ
た
律
疏
の
一
部
で
あ
る
可
能
性
を
有
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
次
に
名
例
律
勘
物
に
引
載
さ
れ
た
前
掲
名
例
律
集
解
の
体
裁
か
ら
、
右
の
律
疏
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。
先
ず
、
冒
頭
の

　
　
　
　
　
　
（
宍
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
撲
）

「
昔
日
三
王
始
用
完
刑
。
潴
衣
難
嗣
。
皇
風
更
遠
。
模
散
淳
離
。
傷
肌
犯
骨
。
」
の
文
は
、
律
集
解
の
本
来
の
体
裁
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
律

本
文
が
こ
こ
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
の
「
年
代
記
日
Q
三
王
。
謂
。
夏
股
周
是
。
則
在
三
皇
五
帝
之
後
。
」
な
る
文
中
の
「
年
代

記
」
と
は
不
詳
で
あ
る
が
、
後
に
続
く
文
に
も
、
「
年
代
記
日
。
漢
者
秦
後
。
」
「
後
周
階
齢
朧
ポ
喰
」
等
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
中
国
歴
代

王
朝
を
時
代
順
に
記
し
た
簡
便
な
書
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
更
に
後
に
続
く
文
に
見
え
る
「
唐
灘
糖
」
等
の
注
記
も
、
そ
の
出
典

は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
渉
、
記
述
の
体
裁
、
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
「
年
代
記
」
に
酷
似
す
る
。
こ
の
注
記
も
「
年
代
記
」
か
ら
の
引
用
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
唐
人
が
そ
の
よ
う
な
注
釈
を
こ
こ
に
入
れ
る
筈
は
な
く
、
恐
ら
く
同
書
は
、
日
本
に
お
い
て
作
成
さ
れ
、
律
集
解
の
編

者
惟
宗
直
本
に
よ
っ
て
前
掲
「
昔
日
三
王
始
用
完
刑
。
」
以
下
の
文
の
注
釈
と
し
て
、
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
又
、
前
掲

年
代
記
の
文
と
そ
れ
に
続
く
律
疏
の
文
は
、
律
集
解
の
原
本
に
お
い
て
は
、
小
字
双
行
に
て
記
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
律
疏
の

文
に
続
く
「
案
此
等
文
。
所
謂
肉
刑
者
。
五
帝
之
内
。
纈
碩
始
行
。
（
中
略
）
此
等
猶
用
完
刑
耳
。
」
の
文
は
、
以
上
の
律
集
解
の
文
に
関

す
る
名
例
律
勘
物
の
著
者
の
案
文
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
中
に
、
「
集
解
文
」
云
々
、
「
但
集
解
所
謂
」
云
々
等
と
あ
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
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こ
れ
が
律
集
解
の
文
で
な
い
こ
と
は
、
一
見
し
て
明
か
で
あ
る
。
次
の
「
同
集
解
云
。
」
以
下
、
大
字
一
行
に
て
記
さ
れ
た
文
の
中
、
傍

線
を
施
し
た
個
所
は
、
前
述
の
如
く
現
存
唐
律
疏
議
の
名
例
律
篇
目
疏
議
の
文
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
こ
の
段
落
の
最
後
に
存
す
る
「
疏

日
」
以
下
の
文
は
、
大
字
一
行
に
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
又
、
律
集
解
の
原
文
に
は
、
小
字
双
行
に
て
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い

な
い
。
こ
の
「
同
集
解
云
。
」
以
下
の
文
に
は
、
「
疏
日
」
の
外
、
年
代
記
、
史
記
、
晋
書
、
宋
書
、
晴
書
等
の
文
が
小
字
双
行
に
て
見
え

る
が
、
か
か
る
注
記
も
年
代
記
と
同
様
、
恐
ら
く
律
集
解
の
編
者
が
そ
れ
ら
の
典
籍
か
ら
自
由
に
引
用
し
て
、
こ
こ
に
記
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

　
以
上
述
べ
た
処
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
前
章
に
お
い
て
指
摘
せ
る
律
集
解
の
体
裁
と
右
の
名
例
律
勘
物
所
載
の
律
集
解
の
体
裁
と
は
全
く

一
致
す
る
。
即
ち
、
律
集
解
は
、
先
ず
日
本
律
の
本
文
本
注
を
大
字
一
行
に
て
掲
げ
、
そ
の
下
に
最
初
に
「
謂
」
と
し
て
日
本
律
の
疏
文

を
、
次
に
古
答
や
永
徽
律
疏
等
の
日
唐
諸
家
の
学
説
を
適
宜
、
小
字
双
行
に
て
引
用
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
名
例
律
勘
物
に
み
え
る
律

集
解
に
お
い
て
も
、
右
の
体
裁
は
、
そ
の
ま
ま
採
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
従
来
の
例
か
ら
考
え
る
に
、
律
集
解
に
お
い
て
本

文
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
の
は
、
我
が
養
老
律
の
本
文
本
注
で
あ
っ
て
、
唐
律
の
本
文
本
注
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
唐
名
例
律
の
篇

目
疏
議
の
文
が
我
が
律
集
解
の
本
文
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
一
見
奇
異
な
感
を
抱
か
し
め
る
が
、
こ
れ
は
日
本
律
に
各
篇
目
を

解
説
せ
る
所
謂
篇
目
疏
議
の
文
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
養
老
名
例
律
を
解
説
す
る
必
要
上
、
便
宜
的
に
唐
名
例
律
篇
目
疏
議
の

文
を
そ
の
ま
ま
大
字
一
行
に
て
、
こ
こ
に
引
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
前
童
で
考
証
し
た
処
に
誤
り
な
し
と
す
る
な
ら
ぽ
、
律
集

解
に
お
い
て
、
日
本
律
の
本
文
本
注
の
下
に
小
字
双
行
に
て
現
れ
る
「
律
疏
」
は
、
悉
く
唐
の
永
徽
律
疏
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
名
例
律

勘
物
所
載
の
律
集
解
が
、
律
集
解
た
る
こ
と
に
お
い
て
何
ら
疑
点
が
な
い
と
す
る
限
り
、
論
理
上
、
勘
物
所
載
の
律
集
解
に
み
え
る

「
律
疏
」
も
亦
、
こ
れ
を
永
徽
律
疏
と
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
右
の
律
疏
は
、
前
述
の
如
く
、
そ
の
内
容
か
ら
み
て
も
、
永

徽
律
疏
に
擬
定
す
る
に
、
さ
し
て
支
障
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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4
　
名
例
律
篇
目
疏
議
の
原
型
に
関
す
る
仮
説

　
さ
て
、
前
節
ま
で
述
べ
て
来
た
処
を
そ
の
ま
ま
肯
定
し
て
、
前
掲
名
例
律
集
解
所
引
の
律
疏
を
永
徽
律
疏
と
し
た
場
合
、
こ
こ
に
当
然

大
な
る
疑
問
が
残
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
即
ち
、
以
上
の
推
測
か
ら
す
る
結
論
は
、
現
存
唐
律
疏
議
の
名
例
律
篇
目
疏
議
の
体
裁
と
大
ぎ
く

齪
齪
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
両
者
の
隔
り
を
如
何
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
、
名
例
律
集
解
に
お
い
て
は
、
前

掲
律
疏
が
そ
の
注
釈
の
対
象
と
せ
る
「
昔
旦
二
王
始
用
完
刑
。
」
以
下
の
傍
線
部
分
は
、
律
疏
と
し
て
は
現
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
律
の

本
文
と
同
じ
位
置
に
配
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
右
の
傍
線
部
分
は
、
現
存
唐
律
疏
議
に
お
い
て
は
、
そ
の
冒
頭
に
、
「
疏
。
夫
三
才

肇
位
。
万
象
斯
分
。
」
と
あ
っ
て
、
明
か
に
疏
文
と
し
て
存
在
し
、
所
謂
名
例
律
篇
目
疏
議
の
文
の
み
を
収
載
せ
る
文
苑
英
華
の
「
長
孫

無
忌
律
疏
序
」
も
、
そ
の
冒
頭
に
「
議
日
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
又
、
右
の
文
を
律
疏
の
一
部
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
間
題
に
つ
い
て
一
言
す
る
前
に
、
現
存
唐
律
疏
議
の
篇
目
疏
議
に
関
す
る
従
来
の
主
た
る
研
究
を
要
約
し
て
、
こ
こ
に
整
理
し
て

お
き
た
い
。
牧
野
巽
博
士
は
、
「
故
唐
律
疏
議
製
作
年
代
考
（
下
）
」
（
『
東
方
学
報
東
京
』
第
二
冊
一
一
六
頁
以
下
）
に
お
い
て
、
名
例
律
篇

目
疏
議
は
、
唐
代
の
筆
に
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
玉
海
、
並
び
に
文
苑
英
華
が
そ
れ
を
「
長
孫
無
忌
律
疏
序
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
元
来
長
孫
無
忌
の
律
疏
全
体
に
対
す
る
序
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
名
例
律
篇
目
疏
議
に
転
化
し
た
の
は
、
玉
海
の
作
者
で
あ
る
宋
末

の
王
応
麟
以
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
、
又
、
名
例
律
を
除
く
各
篇
目
疏
議
に
つ
い
て
は
、
唐
律
の
疏
議
全
文
を
採
用
し
た
と
称
せ
ら

れ
る
宋
刑
統
に
篇
目
疏
議
が
全
然
存
在
し
な
い
こ
と
、
孫
爽
の
律
音
義
に
は
各
律
毎
に
篇
目
音
義
が
あ
る
が
、
も
し
律
疏
に
篇
目
疏
議
が

あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
上
に
更
に
篇
目
音
義
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
名
例
律
篇
目
疏
議
と
他
の
篇
目
疏
議
と
で

は
、
そ
の
文
体
を
異
に
す
る
こ
と
等
々
の
理
由
か
ら
、
衛
禁
律
以
下
の
篇
目
疏
議
は
、
少
く
も
元
初
ま
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
推
測
さ

れ
た
。
右
の
牧
野
説
に
対
し
、
内
藤
乾
吉
教
授
は
、
そ
の
著
「
湧
喜
齋
本
唐
律
疏
議
の
刊
行
年
代
」
（
『
中
国
法
制
史
考
謹
』
一
五
七
頁
以
下
）

に
お
い
て
、
文
苑
英
華
が
名
例
律
篇
目
疏
議
を
長
孫
無
忌
律
疏
序
と
し
て
掲
げ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
名
称
故
に
そ
の
文
を
元
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来
、
疏
議
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
出
来
ず
、
又
、
宋
刑
統
に
篇
目
疏
議
の
な
い
の
は
、
名
例
律
篇
目
疏
議
に
「
大
唐
皇
帝
」
云
々

の
如
き
文
字
が
あ
っ
て
、
宋
刑
統
や
宋
代
公
用
の
法
典
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
律
も
し
く
は
律
疏
に
、
か
か
る
篇
目
疏
議
を
附
す
る
の
は
不

適
当
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
除
い
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
孫
爽
が
篇
目
音
義
を
作
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
く
、
更
に
、
名
例
律
篇
目

疏
議
と
他
の
篇
目
疏
議
と
で
は
、
そ
の
文
体
、
格
調
に
何
ら
差
別
は
認
め
ら
れ
ず
、
共
に
唐
人
の
筆
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
名

例
律
以
下
の
篇
目
疏
議
は
、
永
徽
律
疏
成
立
当
初
か
ら
存
在
し
た
も
の
で
あ
る
と
反
論
さ
れ
た
。

　
篇
目
疏
議
に
関
す
る
牧
野
、
内
藤
両
説
の
概
要
は
、
凡
そ
右
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
我
が
国
に
伝
存
せ
る
唐
律
関
係
史
料
か
ら
、

次
の
二
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
e
前
掲
名
例
律
勘
物
所
載
の
名
例
律
集
解
に
よ
り
、
永
徽
四
年
の
律
疏
撰
定
当
時
、
現
存
唐
律
疏
議
の
名
例
律
篇
目
疏
議
の
中
、
「
昔

者
三
王
始
用
肉
刑
。
」
か
ら
「
故
以
名
例
為
首
。
」
に
至
る
部
分
は
、
確
実
に
存
在
し
た
。
但
し
、
右
の
文
が
律
疏
と
し
て
存
在
し
た
か
ど

う
か
は
明
か
で
な
い
。

　
口
我
が
政
事
要
略
巻
八
一
（
大
系
本
六
二
八
頁
）
に
は
、

　
　
賊
盗
疏
云
。
賊
盗
律
者
。
魏
文
侯
時
。
里
埋
首
制
法
経
。
有
盗
法
賊
法
。
後
周
為
劫
盗
律
。
復
有
賊
叛
律
。
晴
開
皇
合
為
賊
盗
律
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

と
あ
る
か
ら
、
現
存
唐
律
疏
議
の
賊
盗
律
篇
目
疏
議
の
中
、
右
の
政
事
要
略
所
引
の
「
賊
盗
律
者
」
以
下
の
文
は
、
律
疏
と
し
て
確
実
に

存
在
し
た
。

　
右
の
e
⇔
か
ら
、
更
に
次
の
㈲
㈹
二
つ
の
事
実
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

　
㈲
永
徽
四
年
に
は
、
現
存
名
例
律
篇
目
疏
議
は
、
そ
の
全
文
が
恐
ら
く
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
名
例
律
勘
物
所
載
の
前

掲
文
と
現
存
名
例
律
篇
目
疏
議
の
他
の
部
分
と
は
、
そ
の
文
体
、
格
調
か
ら
し
て
一
体
で
あ
り
、
勘
物
の
著
者
は
、
前
掲
部
分
が
名
例
律

の
沿
革
や
名
例
の
字
義
を
最
も
よ
く
説
明
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
部
分
の
み
を
引
用
し
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
右
の
全
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文
が
律
疏
と
し
て
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
明
か
で
な
い
。

　
⑧
永
徽
四
年
に
賊
盗
律
篇
目
疏
議
の
前
掲
部
分
が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
当
然
、
現
存
の
衛
禁
律
以
下
の
篇
目
疏
議
の
全
文
も
、
律
疏

と
し
て
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
⑧
な
る
事
実
の
推
測
を
更
に
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
史
料
が
存
す
る
。
即
ち
、
我
が
養
老
令
の
各
篇
目
に
附
さ
れ

た
令
義
解
の
文
に
は
、
唐
律
の
篇
目
疏
議
の
文
に
類
似
せ
る
も
の
を
若
干
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
養
老
捕
亡
令
、
獄
令
、
雑

令
の
各
篇
目
に
附
さ
れ
た
令
義
解
の
文
は
、
夫
々
唐
捕
亡
律
、
断
獄
律
、
雑
律
の
各
篇
目
疏
議
の
文
に
類
似
す
る
。
以
下
、
両
者
を
対
比

し
て
掲
げ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
①
謂
。
犯
法
違
令
。
典
憲
不
容
。
若
有
逃
亡
。
恐
其
滋
蔓
。
固
須
捕
繋
以
箕
疏
網
。
故
日
捕
亡
。
（
養
老
捕
亡
令
篇
目
義
解
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
疏
議
日
。
（
中
略
）
然
此
篇
以
上
。
質
定
刑
名
。
若
有
逃
亡
。
恐
其
滋
蔓
。
故
須
捕
繋
以
眞
疏
網
。
故
次
雑
律
之
下
。
（
唐
捕
亡
律
篇
目

　
　
疏
議
）

　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
②
謂
。
獄
者
埆
也
。
欲
礁
実
囚
情
。
凡
此
一
篇
。
制
断
獄
法
。
故
云
獄
令
。
（
養
老
獄
令
篇
目
義
解
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
疏
議
日
。
（
中
略
）
釈
名
云
。
獄
者
硯
也
。
以
実
囚
情
。
皐
陶
造
獄
。
（
中
略
）
然
諸
篇
罪
名
。
各
有
類
例
。
訊
捨
出
入
。
各
立
章
程
。

　
　
此
篇
錯
綜
一
部
条
流
。
以
為
決
断
之
法
。
故
承
衆
篇
之
下
。
（
唐
断
獄
律
篇
目
疏
議
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
③
謂
。
獄
令
以
上
。
各
有
条
例
。
此
篇
班
雑
不
同
。
故
云
雑
令
。
（
養
老
雑
令
篇
目
義
解
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
疏
議
日
。
（
中
略
）
諸
篇
罪
名
。
各
有
条
例
。
此
篇
拾
遺
補
闘
。
錯
綜
成
文
。
班
雑
不
同
。
故
次
詐
偽
之
下
。
（
唐
雑
律
篇
目
疏
議
）

　
右
の
日
本
令
の
篇
目
に
附
さ
れ
た
義
解
の
文
は
、
令
集
解
の
当
該
個
所
が
亡
扶
し
て
い
る
為
、
義
解
が
独
自
で
作
成
し
た
文
か
、
そ
れ

と
も
古
記
、
令
釈
等
の
日
本
令
の
注
釈
書
の
文
を
踏
襲
し
て
作
成
し
た
文
か
、
さ
だ
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
何
れ
に
せ
よ
、
日
本

令
の
篇
目
を
注
釈
す
る
に
当
り
、
唐
律
の
篇
目
疏
議
が
参
照
さ
れ
た
こ
と
は
、
ほ
ぽ
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
両
者
の
文
が
一
致
す
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る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
か
ら
直
ち
に
両
者
間
に
右
の
如
ぎ
関
係
を
推
測
す
る
の
は
早
計
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
即
ち
、
右
の
獄

令
義
解
と
断
獄
律
疏
議
と
に
見
え
る
「
獄
者
埆
也
。
」
な
る
文
は
、
釈
名
か
ら
夫
々
別
個
に
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
前
掲
雑
令
義
解
の
文
な
ど
は
、
や
は
り
唐
雑
律
の
篇
目
疏
議
の
文
が
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
然
り
と
す
る
な
ら

ば
、
右
の
日
本
令
篇
目
の
注
釈
の
文
は
、
唐
の
永
徽
律
疏
の
文
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
永
徽
律
疏
に
は
、
少
く
と
も
雑
律
、

捕
亡
律
、
断
獄
律
の
各
篇
目
疏
議
の
文
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
先
ず
確
実
で
あ
ろ
う
。
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
賊
盗
、
雑
、
捕
亡
、
断
獄

の
各
律
の
篇
目
に
疏
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
衛
禁
律
以
下
の
全
篇
目
に
永
徽
四
年
当
初
か
ら
疏
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も

な
い
o

　
さ
て
、
前
節
で
述
べ
た
如
く
、
名
例
律
集
解
所
引
の
律
疏
が
永
徽
四
年
の
律
疏
の
一
部
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
注
釈
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
現
存
名
例
律
篇
目
疏
議
は
、
も
と
も
と
律
疏
の
文
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
現
存
の
名
例
律

篇
目
疏
議
は
、
元
来
篇
目
疏
議
で
は
な
く
、
律
疏
全
体
に
対
す
る
序
文
で
あ
っ
た
と
す
る
牧
野
博
士
の
指
摘
を
再
び
想
起
す
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
も
し
名
例
律
篇
目
疏
議
が
律
疏
の
序
文
的
性
格
を
も
つ
文
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
前
掲
律
集
解
所
引
の
律
疏
は
、
そ
の
文
に
対
す
る

疏
で
あ
り
、
両
者
が
一
体
と
な
っ
て
永
徽
四
年
の
律
疏
撰
上
の
際
に
作
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
勿
論
、
内
藤
教
授
の
い
わ
れ
る

如
く
、
文
苑
英
華
に
現
存
の
名
例
律
篇
目
疏
議
が
「
長
孫
無
忌
律
疏
序
」
と
し
て
収
載
さ
れ
て
あ
る
こ
と
は
、
単
に
そ
の
編
者
が
そ
の
よ

う
に
名
付
け
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
右
の
事
実
か
ら
直
ち
に
名
例
律
篇
目
疏
議
の
文
が
永
徽
律
疏
の
序
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
出

来
な
い
。
し
か
し
、
文
苑
英
華
の
編
者
が
名
例
律
篇
目
疏
議
の
文
を
「
律
疏
序
」
と
名
付
け
た
理
由
の
大
半
は
、
や
は
り
こ
の
名
例
律
篇

目
疏
議
の
内
容
が
他
の
篇
目
疏
議
と
は
異
っ
て
、
律
疏
の
序
文
的
性
格
を
濃
厚
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
処
で
、
我

が
令
義
解
に
は
、
前
述
の
如
く
令
の
篇
目
そ
の
も
の
に
も
、
義
解
の
文
が
附
さ
れ
て
い
る
。
（
但
し
、
僧
尼
令
等
、
若
干
の
篇
目
に
は
、
義
解
は

附
さ
れ
て
い
な
い
。
）
こ
の
令
の
篇
目
に
、
そ
の
篇
目
を
注
解
し
た
義
解
の
文
が
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
律
の
篇
目
に
、
そ
の
篇
目
を
注
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解
せ
る
疏
文
が
附
さ
れ
て
い
る
永
徽
律
疏
の
体
裁
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
令
義
解
は
、
異
端
を
塞
ぎ
、
異
理
を
絶
つ
目
的
で
、
先
儒

の
旧
説
を
撰
ん
で
、
そ
の
中
か
ら
正
義
を
取
っ
た
と
さ
れ
る
本
邦
最
初
の
公
権
的
な
令
の
注
釈
書
で
あ
る
。
こ
の
令
義
解
が
、
そ
の
撰
定

に
当
り
、
や
は
り
同
じ
目
的
で
撰
上
さ
れ
た
唐
の
永
徽
律
疏
に
そ
の
範
を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
十
分
に
推
測
さ
れ
る
処
で
あ
る
。

前
述
の
篇
目
義
解
が
篇
目
疏
議
を
模
し
た
も
の
で
あ
り
、
上
令
義
解
表
が
進
律
疏
表
を
襲
っ
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
令
義
解
序
が
所
謂
名

例
律
篇
目
疏
議
に
影
響
さ
れ
て
成
っ
た
も
の
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
令
義
解
序
の
文
に
、
双
行
に
わ
た
る
所
謂
自
注
と
思
わ
れ
る
注
解
が
附
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

れ
て
い
る
事
実
は
、
逆
に
永
徽
律
疏
の
体
裁
を
考
え
る
上
に
看
過
し
難
い
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
か
る
推
測
が
許
さ
れ
る
と
す

る
な
ら
ぽ
、
永
徽
律
疏
に
お
い
て
も
、
そ
の
序
文
的
性
格
を
も
つ
文
と
そ
の
注
解
た
る
疏
と
が
同
時
に
作
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
有
り

得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
所
謂
名
例
律
篇
目
疏
議
の
文
は
、
律
疏
撰
定
当
時
か
ら
名
例
律
に
附

さ
れ
た
文
で
あ
っ
て
、
名
例
律
を
含
め
た
律
疏
全
体
に
係
る
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
序
が
そ
の
篇
目
の

注
解
と
切
り
離
さ
れ
て
独
立
し
た
文
を
成
し
て
い
る
我
が
令
義
解
の
序
文
の
体
裁
と
は
異
っ
て
い
る
。
即
ち
、
現
存
の
名
例
律
篇
目
疏
議

の
文
中
に
は
、
「
名
」
「
例
」
「
第
」
「
一
」
の
字
義
の
説
明
が
夫
々
見
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
元
来
、
こ
の
名
例
律
篇
目
疏
議
の
文
の
前
に

は
、
「
名
例
第
一
」
と
あ
っ
た
こ
と
疑
い
な
い
。
処
で
、
こ
の
名
例
律
篇
目
疏
議
の
内
容
は
、
今
、
滋
賀
秀
三
博
士
の
説
に
従
う
な
ら
ば
、

凡
そ
七
段
に
分
れ
、
第
一
段
に
刑
法
の
存
在
理
由
、
第
二
段
に
法
官
・
法
律
の
起
源
、
第
三
段
に
律
の
字
義
、
第
四
段
に
疏
の
字
義
、
第

五
段
に
名
例
篇
の
沿
革
、
第
六
段
に
名
例
第
一
の
字
義
、
第
七
段
に
律
疏
撰
定
の
由
来
を
夫
々
述
べ
て
い
る
（
「
訳
註
唐
律
疏
議
（
一
）
」
『
国

家
学
会
雑
誌
』
第
七
二
巻
第
一
〇
号
五
八
頁
）
。
右
に
み
る
よ
う
に
、
名
例
律
篇
目
疏
議
は
、
そ
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
名
例
律
の
沿
革
や
字

義
を
述
べ
た
他
の
篇
目
疏
議
と
同
じ
性
格
を
も
つ
部
分
と
律
疏
全
体
に
対
す
る
序
文
的
性
格
を
も
つ
部
分
と
の
二
つ
か
ら
成
り
立
っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
名
例
律
自
体
が
衛
禁
律
以
下
の
律
全
体
に
か
か
る
総
則
的
規
定
で
あ
る
か
ら
、
名
例
律
の
篇
目
を
解
説
し

て
い
け
ば
、
自
然
、
律
な
ら
び
に
律
疏
の
全
体
に
か
か
る
解
説
と
も
な
り
、
両
者
は
切
り
離
す
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
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れ
る
。
名
例
律
篇
目
疏
議
に
お
け
る
、
か
か
る
特
殊
的
性
格
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
名
例
律
の
篇
目
疏
議
的
性
格
を
有
す
る
が
故

に
、
名
例
律
に
附
属
し
、
一
方
、
律
疏
の
序
文
的
性
格
を
有
す
る
が
故
に
、
他
の
篇
目
疏
議
の
如
き
律
疏
の
体
裁
を
と
ら
ず
、
序
文
の
体

裁
を
と
り
、
更
に
そ
の
文
を
注
釈
し
、
そ
の
内
容
を
敷
術
す
る
も
の
と
し
て
、
前
掲
の
如
き
律
疏
が
そ
れ
に
附
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
は
考

え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
内
藤
教
授
は
、
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
宋
刑
統
や
宋
代
刊
行
の
唐
の
律
疏
に
は
、
篇
目
疏
議
は
恐
ら
く
附
い
て
お
ら
ず
、
南
宋
末
に
は
、

篇
目
疏
議
の
あ
る
唐
律
の
伝
本
は
、
絶
無
と
は
い
え
な
く
と
も
、
殆
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
『
中
国

法
制
史
考
謹
』
一
六
〇
頁
）
。
も
し
然
り
と
す
る
な
ら
ぽ
、
所
謂
名
例
律
篇
目
疏
議
に
附
さ
れ
た
前
掲
律
疏
の
如
き
は
、
篇
目
疏
議
よ
り
も

更
に
早
く
亡
び
て
し
ま
う
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
前
掲
律
疏
が
亡
伏
し
て
所
謂
名
例
律
篇
目
疏
議
の
文
の
み
が
伝

わ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
名
例
律
に
附
属
し
て
い
る
だ
け
に
他
の
篇
目
疏
議
の
体
裁
に
倣
っ
て
、
「
疏
」
と
さ
れ
る
に
至
る
の
は
、

さ
し
て
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
右
の
仮
説
に
立
つ
な
ら
ば
、
文
苑
英
華
成
立
の
頃
に
は
、
す
で
に
そ
の
転
化
が
行
わ
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
処
で
、
現
存
の
名
例
律
篇
目
疏
議
に
は
、
注
釈
が
附
い
て
い
る
が
、
こ
の
注
釈
と
進
律
疏
表
の
注
釈
と
は
、

牧
野
博
士
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
同
一
人
の
手
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
（
前
掲
論
文
下
一
一
八
頁
）
。
又
、
こ
の
注
釈
は
、
内
藤
教
授
に

よ
れ
ば
、
そ
の
大
部
分
が
元
代
以
前
か
ら
存
在
し
た
も
の
で
あ
り
、
金
国
伝
来
の
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
書
一
六
一
頁
）
。

も
し
、
前
掲
律
集
解
所
引
の
律
疏
が
永
徽
四
年
に
、
所
謂
名
例
律
篇
目
疏
議
の
文
に
附
属
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
篇
目
疏
議
に
注
解
を
施

し
た
人
物
は
、
も
と
も
と
こ
の
部
分
に
、
「
律
疏
」
と
呼
ぽ
れ
た
注
釈
が
附
い
て
い
た
こ
と
を
存
知
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

ら
ば
、
こ
の
注
解
を
施
し
た
人
物
は
、
所
謂
名
例
律
篇
目
疏
議
の
文
を
指
し
て
、
こ
れ
を
「
律
疏
」
と
呼
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
前
掲

名
例
律
集
解
所
引
の
律
疏
と
は
無
関
係
に
、
現
存
名
例
律
篇
目
疏
議
の
注
釈
は
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
述
べ
た
如
く
、
現
存
の
名
例
律
篇
目
疏
議
が
元
来
律
疏
で
は
な
く
、
律
疏
の
序
文
的
性
格
を
も
つ
文
と
し
て
、
体
裁
上
、
律
本
文
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と
同
じ
よ
う
に
記
さ
れ
、
そ
れ
に
更
に
疏
が
附
せ
ら
れ
て
い
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
現
存
唐
律
疏
議
の
体
裁
と
は
大
ぎ
く
異
な

る
こ
と
と
な
り
、
又
、
文
苑
英
華
が
現
存
名
例
律
篇
目
疏
議
の
文
に
「
議
日
」
を
冠
し
て
引
載
し
て
い
る
こ
と
と
も
翻
驕
す
る
こ
と
に
な

る
。
現
存
唐
律
疏
議
の
体
裁
を
そ
の
ま
ま
信
ず
る
限
り
に
お
い
て
は
、
右
の
両
者
間
の
矛
盾
を
解
決
す
る
こ
と
は
恐
ら
く
至
難
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
我
々
は
万
人
周
知
の
次
の
事
実
に
、
も
う
一
度
眼
を
向
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
即
ち
、
永
徽
律
疏
が
撰
定
さ
れ
た

永
徽
四
年
（
六
五
三
）
か
ら
現
存
唐
律
疏
議
諸
本
の
祖
本
が
刊
行
さ
れ
た
と
さ
れ
る
元
の
泰
定
四
年
（
二
一
三
七
）
ま
で
に
は
、
六
百
七
十

余
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
か
ら
、
現
存
唐
律
疏
議
の
体
裁
を
も
っ
て
直
ち
に
律
疏
撰
定
当
時
の
も
の
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
諸
先
学
の
指
摘
さ
れ
た
如
く
、
現
存
唐
律
疏
議
に
お
い
て
は
、
唐
代
の
律
疏
に
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
「
疏
」
字

が
律
疏
中
に
入
っ
て
、
「
議
日
」
が
「
疏
議
目
」
に
転
化
し
て
い
る
こ
と
、
元
来
「
名
例
第
一
」
と
あ
っ
た
名
例
律
の
表
題
が
現
存
唐
律
疏

議
で
は
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
律
疏
撰
定
当
時
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
故
唐
律
疏
議
目
録
」
が
現
存
唐
律
疏
議
の
巻
首
に

つ
い
て
い
る
こ
と
、
敦
焼
出
土
の
律
疏
断
簡
と
現
存
唐
律
疏
議
と
で
は
、
そ
の
体
裁
に
お
い
て
か
な
り
異
る
も
の
が
存
す
る
こ
と
等
々
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

現
存
唐
律
疏
議
の
体
裁
に
関
し
て
は
、
後
世
か
な
り
の
加
筆
、
変
更
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
事
実
を
念
頭
に
お
く
な
ら

ば
、
所
謂
名
例
律
篇
目
疏
議
は
、
律
疏
全
体
に
対
す
る
序
文
的
性
格
を
有
す
る
と
共
に
、
一
方
に
お
い
て
、
そ
れ
が
名
例
律
に
附
属
し
て

名
例
律
の
篇
目
疏
議
的
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
に
附
さ
れ
た
本
来
の
律
疏
が
亡
侠
す
れ
ば
、
そ
の
文
の
冒
頭
に
「
疏
」

字
や
「
議
日
」
が
冠
せ
ら
れ
て
、
衛
禁
以
下
の
篇
目
疏
議
と
同
一
の
体
裁
に
変
化
す
る
の
も
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
現
存
唐
律
疏
議
の
体
裁
が
永
徽
律
疏
撰
定
当
初
そ
の
ま
ま
の
も
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
日
本
に
伝
存
す
る
唐
律
関
係
の
諸
史
料

の
面
か
ら
も
、
一
応
そ
れ
に
つ
い
て
の
吟
味
を
試
み
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
前
掲
名
例
律
勘
物
を
収
載

せ
る
史
料
編
纂
所
々
蔵
の
名
例
律
の
原
本
は
、
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
鳥
有
に
帰
し
た
が
、
平
安
時
代
末
期
の
明
法
博
士
小
野
有
隣
の
奥

　
　
　
　
　
　
（
豊

書
の
存
す
る
善
本
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
若
干
の
文
字
の
誤
脱
が
認
め
ら
れ
る
に
せ
よ
、
律
集
解
の
体
裁
に
関
し
て
は
、
後
人
の
手
に
よ
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る
改
蜜
等
は
殆
ど
為
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
日
本
に
伝
存
せ
る
中
国
関
係
史
料
は
、
唐
律
疏
議
の
原
型
を
考
究
す
る

場
合
に
お
い
て
も
、
頗
る
信
懸
性
の
高
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
、
日
本
伝
存
の
中
国
関
係
史
料
が
良
質
な
も
の
で
あ
る
と
し
て

も
、
そ
の
史
料
を
如
何
に
解
釈
し
、
如
何
に
利
用
す
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
容
易
な
問
題
で
は
な
く
、
我
々
が
前

章
に
お
い
て
、
律
集
解
所
引
の
律
疏
が
永
徽
律
疏
で
あ
る
こ
と
を
縷
々
考
証
し
た
真
意
も
、
実
は
そ
こ
に
あ
っ
た
。
東
洋
法
制
史
関
係
の

諸
先
学
が
主
と
し
て
中
国
伝
来
の
諸
史
料
を
縦
横
に
駆
使
し
て
、
唐
律
疏
議
の
文
献
学
的
研
究
に
極
め
て
高
度
な
成
果
を
あ
げ
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
、
学
界
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
敬
服
に
堪
え
な
い
処
で
あ
る
。
た
だ
、
我
々
は
従
来
、
や
や
も
す
れ
ば
等
閑
視
さ
れ

た
嫌
い
の
あ
る
日
本
側
に
残
存
せ
る
諸
史
料
を
、
も
う
一
度
検
討
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
学
の
研
究
を
幾
分
で
も
進
展
せ
し
め
る
余

地
が
な
お
あ
り
は
し
な
い
か
と
念
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
敢
え
て
日
本
伝
存
の
諸
史
料
に
拠
り
、
こ
こ
に
唐
律
疏
議
の
原
型
に
関
す
る

臆
説
を
草
し
た
所
以
で
あ
る
。

（
一
）
こ
こ
で
、
前
章
（
『
国
学
院
法
学
』
第
一
三
巻
第
四
号
所
載
）
で
述
べ
た
処
を
若
干
補
足
し
て
お
く
。

　
前
章
2
に
お
い
て
、
政
事
要
略
巻
八
二
か
ら
八
虐
に
関
す
る
律
集
解
の
文
を
引
用
し
、
そ
の
引
用
文
中
の
「
今
案
」
以
下
を
惟
宗
允
亮
の
文
と
し
た

　
が
（
『
国
学
院
法
学
』
第
一
三
巻
第
四
号
一
〇
一
頁
）
、
こ
の
文
は
律
集
解
に
元
来
存
在
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
前
章
3
で
は
、
律
附
釈
に
関
す
る
従
来
の
見
解
と
し
て
、
佐
藤
誠
実
、
和
田
英
松
、
滝
川
政
次
郎
、
利
光
三
津
夫
の
諸
氏
の
説
を
紹
介
し
た
が
、
な

　
お
中
田
薫
博
士
は
、
そ
の
著
「
古
法
雑
観
」
（
『
法
制
史
論
集
』
第
四
巻
四
一
頁
）
に
お
い
て
、
「
数
年
を
経
て
太
宗
の
貞
観
律
令
、
高
宗
の
永
徽
律
令

　
が
相
次
い
で
出
た
が
、
長
孫
無
忌
等
十
九
人
は
勅
を
奉
じ
て
『
律
疏
』
を
撰
定
し
た
。
（
中
略
）
こ
れ
と
前
後
し
て
『
律
附
釈
』
及
び
日
本
令
集
解
に

　
引
用
さ
れ
て
い
る
『
唐
令
釈
』
、
宋
張
簡
等
多
数
の
『
令
私
記
』
が
出
た
が
、
こ
れ
亦
杜
の
律
令
注
解
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
ら
れ
、

　
「
律
附
釈
」
を
唐
律
の
注
釈
書
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
。
博
士
が
「
律
阻
釈
」
に
日
本
律
の
附
釈
も
存
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
詳
で

　
あ
る
が
、
「
律
附
釈
」
を
唐
律
の
注
釈
書
と
し
て
考
え
て
お
ら
れ
た
こ
と
は
、
右
か
ら
明
か
で
あ
る
。

　
　
次
に
、
律
集
解
に
現
れ
る
附
釈
の
体
裁
で
あ
る
が
、
左
に
掲
げ
る
宮
衛
令
集
解
、
諸
門
条
（
大
系
本
六
八
四
頁
）
の
文
中
の
、
「
附
釈
云
」
以
下
と
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「
又
云
」
以
下
の
文
は
、
唐
律
疏
議
で
は
連
続
し
て
一
つ
の
文
章
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
穴
云
。
…
…
本
云
。
毎
門
有
合
符
。
故
詐
偽
律
云
。
宮
城
符
。
皇
城
京
城
符
。
余
符
。
附
釈
云
。
皆
有
符
開
閑
。
又
云
。
守
衛
充
兵
之
処
。
皆
有
交

　
　
符
也
。
更
警
夜
之
所
。
執
魚
符
勘
過
。

　
　
右
の
文
に
「
又
云
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、
附
釈
の
原
本
に
お
い
て
は
、
「
又
云
」
の
前
に
附
釈
の
注
釈
の
部
分
が
あ
り
、
附
釈
の
引
用
す
る
唐
の
律

　
疏
、
即
ち
「
皆
有
符
開
閑
」
と
「
守
衛
充
兵
之
処
」
以
下
と
の
間
に
は
区
切
り
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
即
ち
、
附
釈
の
体
裁
は
、
先
ず
唐
の
律
疏

　
の
部
分
を
先
に
掲
げ
、
そ
の
直
下
に
律
疏
の
注
釈
を
掲
げ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
前
章
で
述
べ
た
如
く
、
古
答
が
永
徽
律
疏
の
文
を
我
が
律
に
合
う
よ
う
に
若
干
変
更
し
て
、
大
宝
律
の
注
釈
書
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
大
宝
律
に

　
お
い
て
も
、
疏
文
は
養
老
律
の
疏
文
と
同
様
、
永
徽
律
疏
を
適
宜
省
略
し
て
、
そ
れ
を
簡
略
化
L
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
三
）
　
た
だ
令
抄
（
『
群
書
類
従
』
第
六
輯
一
四
〇
頁
）
に
は
、
「
疏
議
日
。
漢
景
帝
以
答
者
已
死
而
答
未
畢
。
改
三
百
目
二
百
。
二
百
日
一
百
。
」
云
々

　
と
し
て
、
唐
の
律
疏
を
「
疏
議
日
」
と
し
て
引
用
し
て
い
る
個
所
が
あ
る
。
右
に
関
し
て
、
「
故
唐
律
疏
議
製
作
年
代
考
」
に
お
い
て
は
、
「
令
抄
の
出

　
来
た
の
は
、
元
の
泰
定
よ
り
後
で
あ
る
か
ら
、
元
板
乃
至
は
そ
の
系
統
の
本
で
あ
ろ
う
。
」
（
下
、
一
五
〇
頁
）
と
さ
れ
る
が
、
兼
良
の
所
持
せ
る
唐
の

　
律
疏
が
永
徽
律
疏
で
あ
る
可
能
性
が
大
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
右
の
文
も
亦
、
或
い
は
永
徽
律
疏
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
然
り
と
す
れ
ば
、
右
の

　
「
疏
議
日
」
は
、
「
疏
。
議
目
。
」
と
し
て
よ
む
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
記
し
て
後
考
を
侯
つ
。

（
四
）
　
一
条
兼
良
が
養
老
律
令
を
全
巻
所
持
し
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
諸
史
料
に
よ
り
明
か
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
文
明
十
二
年
（
一
四
八
O
）
四
月
上
旬

　
の
奥
書
の
あ
る
『
桃
花
蘂
葉
』
（
『
群
書
類
従
』
第
二
七
輯
）
の
「
本
朝
本
書
事
」
に
、

　
　
　
令
。
針
蜷
尉
鱈
翻
融
儀
地
。
故
殿

　
　
　
律
。
＋
巻
。
吾
朝

　
　
　
　
　
刑
書
也
。

　
　
　
格
．
難
猷
辮
籠
疑

　
　
　
式
。
五
＋
巻
。
延
喜
百
官
式

　
　
　
　
　
也
。
此
外
儀
式
十
巻
。

　
　
　
以
上
吾
朝
法
令
儀
式
等
也
。
此
書
籍
最
可
披
見
者
也
。
予
粗
一
見
了
。
此
外
弘
仁
式
。
貞
観
式
等
在
之
。
類
聚
国
史
者
。
菅
家
令
撰
之
給
也
。

と
あ
る
こ
と
、
又
、
兼
良
が
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
閏
十
月
に
奈
良
の
大
乗
院
門
跡
に
預
け
た
一
条
家
伝
世
記
録
六
十
二
合
の
目
録
に
は
、
「
律
令

格
一
合
」
と
あ
る
こ
と
、
こ
の
六
十
二
合
の
書
籍
は
、
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
八
月
に
す
べ
て
一
条
家
に
戻
さ
れ
た
こ
と
（
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』

橋
本
久
、
林
紀
昭
両
氏
前
掲
論
文
一
〇
〇
頁
）
等
で
あ
る
。
又
、
次
に
掲
げ
る
『
晴
富
宿
禰
記
』
文
明
十
一
年
（
一
四
七
九
）
五
月
二
十
三
日
条
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（
『
図
書
寮
叢
刊
』
八
八
頁
）
の
記
事
も
、
そ
の
頃
、
養
老
律
が
存
在
し
た
こ
と
を
裏
付
け
る
史
料
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
強
粁
和
粁
事
。
見
貞
永
式
条
。
本
文
出
自
何
書
候
哉
。
又
読
様
等
不
審
之
云
々
。
律
第
九
此
事
候
之
由
返
答
也
。

　
　
以
上
か
ら
、
養
老
律
は
養
老
令
と
共
に
、
応
仁
文
明
の
乱
を
経
て
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
ま
で
は
確
実
に
伝
存
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
令
に
つ

　
い
て
更
に
言
え
ば
、
三
条
西
実
隆
は
、
一
条
冬
良
よ
り
貸
借
せ
る
令
義
解
を
永
正
六
年
（
一
五
〇
九
）
四
月
よ
り
翌
永
正
七
年
四
月
に
か
け
て
全
巻
筆

　
写
し
、
同
月
二
十
五
目
に
は
、
こ
の
令
義
解
の
新
写
本
を
叡
覧
に
供
し
て
い
る
（
『
実
隆
公
記
』
）
。
従
っ
て
、
我
が
律
令
の
散
伏
し
た
の
は
、
応
仁
文

　
明
の
乱
の
際
で
は
な
く
、
戦
国
時
代
で
あ
っ
た
と
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

（
五
）
　
法
曹
至
要
　
解
の
引
く
唐
の
律
疏
が
、
律
集
解
所
引
の
律
疏
か
ら
の
転
載
で
な
い
こ
と
は
、
例
え
ば
、
次
の
事
実
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
即
ち
、
至

要
　
解
に
は
、

　
　
徒
罪
。
唐
律
疏
云
。
徒
者
奴
也
。
蓋
奴
辱
之
。
蓋
始
於
周
。

　
と
あ
る
が
、
右
の
「
徒
者
奴
也
。
蓋
奴
辱
之
。
」
な
る
唐
律
疏
の
文
は
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
類
似
せ
る
文
が
律
集
解
所
引
の
古
答
に
存
す
る
為
、
律
集
解
で

　
は
省
略
さ
れ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
（
前
章
2
参
照
）
。
従
っ
て
、
法
曹
至
要
　
解
に
み
え
る
唐
の
律
疏
は
、
兼
良
が
直
接
原
本
よ
り
引
用
し
た
も
の

　
と
推
測
さ
れ
る
。
か
か
る
点
か
ら
す
れ
ぽ
、
法
曹
至
要
　
解
は
、
主
と
し
て
律
集
解
の
諸
説
を
踏
襲
し
て
、
そ
れ
ら
の
文
を
転
載
す
る
に
止
ま
っ
て
い

　
る
そ
の
後
の
明
法
家
の
学
説
と
は
異
な
り
、
ユ
ニ
ー
ク
な
律
の
注
釈
書
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
六
）
　
上
令
義
解
表
と
令
義
解
序
と
は
、
蔚
禰
国
史
大
系
『
令
義
解
』
に
附
録
と
し
て
、
天
長
三
年
（
八
二
六
）
十
月
の
令
律
問
答
私
記
撰
定
の
太
政
官

　
符
、
承
和
元
年
（
八
三
四
）
十
二
月
の
令
義
解
頒
下
の
詔
と
と
も
に
収
載
さ
れ
て
い
る
（
同
書
三
四
五
頁
以
下
）
。
右
の
四
者
は
旧
紅
葉
山
本
・
広
橋

　
家
旧
蔵
本
の
「
令
義
解
」
古
紗
本
の
巻
首
に
あ
り
、
令
律
問
答
私
記
撰
定
の
太
政
官
符
を
除
く
三
老
に
は
、
そ
の
難
解
な
字
句
に
双
行
の
注
釈
が
存
す

　
る
。
蔚
禰
国
史
大
系
『
令
義
解
』
の
凡
例
（
六
頁
）
は
、
「
底
本
（
塙
保
己
一
の
刊
本
ー
筆
者
注
）
が
巻
首
に
た
だ
そ
の
序
を
掲
げ
し
の
み
に
し
て
、
而

　
か
も
分
注
を
存
せ
ざ
る
は
、
蓋
し
修
整
を
如
へ
た
る
も
の
な
ら
ん
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
上
令
義
解
表
と
令
義
解
序
に
存
す
る
双
行
の
注
釈
が
、
公
的

　
な
も
の
と
し
て
施
さ
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
後
考
を
ま
つ
と
し
て
も
、
そ
の
何
れ
に
せ
よ
、
前
記
篇
目
義
解
が
篇
目
疏
議
に
倣
っ
た
如
く
、
永
徽
律

　
疏
の
表
や
序
の
体
裁
の
影
響
の
下
に
成
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
七
）
　
現
存
名
例
律
篇
目
疏
議
の
注
釈
が
、
名
例
律
篇
目
疏
議
を
指
し
て
「
律
疏
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、
そ
の
注
釈
に
「
故
律
疏
云
。
徳

　
礼
為
政
教
之
本
。
刑
罰
為
政
教
之
用
。
」
等
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

（
八
）
　
仁
井
田
陞
・
牧
野
巽
両
博
士
の
「
故
唐
律
疏
議
製
作
年
代
考
（
下
）
」
（
『
東
方
学
報
　
東
京
』
第
二
冊
）
、
内
藤
乾
吉
教
授
の
「
湧
喜
齋
本
唐
律
疏

　
議
の
刊
行
年
代
」
（
『
中
国
法
制
史
考
謹
』
）
、
滋
賀
秀
三
博
士
の
「
訳
註
唐
律
疏
議
（
一
）
」
（
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
七
二
巻
第
一
〇
号
）
、
瀧
川
政
次
郎



　
博
士
の
『
律
令
の
研
究
』
等
参
照
。

（
九
）
史
料
編
纂
所
々
蔵
の
名
例
律
に
つ
い
て
は
、
蔚
禰
国
史
大
系
『
律
』
の
凡
例
に
、
「
原
本
は
恐
ら
く
巻
子
本
に
し
て
、
平
安
朝
時
代
後
期
の
書
写
な

　
ら
ん
。
」
「
烏
継
欄
、
乎
古
止
点
、
傍
訓
、
標
目
及
び
書
入
れ
等
あ
り
。
ほ
父
旧
紅
葉
山
文
庫
本
と
同
系
統
に
属
す
る
善
本
な
り
。
」
と
あ
る
。

〔
補
注
〕

　
　
本
章
2
に
つ
い
て
、
政
事
要
略
お
よ
び
名
例
律
裏
書
所
引
の
律
疏
に
ょ
り
、
現
存
唐
律
疏
議
に
は
見
え
な
い
「
叛
背
也
。
分
也
。
」
な
る
疏
文
が
永

　
徽
律
疏
の
十
悪
条
謀
叛
の
項
に
元
来
存
在
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
敦
煙
発
見
の
開
元
名
例
律
疏
断
簡
（
ペ
リ
オ
文
書
三
五
九
三
号
）

　
を
検
す
る
に
、
右
の
文
は
存
在
し
な
い
。
も
し
政
事
要
略
お
よ
び
名
例
律
裏
書
の
引
く
律
疏
が
永
徽
律
疏
の
正
文
を
伝
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
右
の
文

　
は
、
永
徽
律
疏
成
立
か
ら
開
元
律
疏
成
立
に
至
る
ま
で
の
八
十
有
余
年
の
間
に
削
除
せ
ら
れ
た
か
、
あ
る
い
は
脱
落
し
た
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る

　
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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